
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２期 

渋谷区子ども・子育て支援事業計画素案 

0121 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年○月 

渋 谷 区  

sekishita-m
テキストボックス
　　令和2年1月21日　 子ども・子育て会議　　　　　  資料１



 

 

  



 

 

目 次 
 

第１章 計画の策定にあたって ...............................  

１ 計画策定の背景 ...........................................................  
２ 計画策定の趣旨 ...........................................................  
３ 計画の位置付け ...........................................................  
４ 計画の期間 ...............................................................  
５ 計画の策定体制と経過 .....................................................  

 

第２章 渋谷区の現状と課題 .................................  

１ 渋谷区の状況 .............................................................  
２ ニーズ調査からみえる現状 .................................................  
 

第３章 計画の基本的な考え方 ...............................  

１ 基本理念 .................................................................  
２ 基本的な視点 .............................................................  
３ 基本目標・施策の方向性 ...................................................  
 

第４章 教育・保育等の量の見込みと確保方策、実施時期 .......  

１ 教育・保育提供区域の設定 .................................................  
２ 量の見込みの算出について .................................................  
３ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容 

及びその実施時期 .........................................................  
４ 各年度における地域子ども・子育て支援事業の量の見込み並びに提供体制 

の確保の内容及びその実施時期 .............................................  
５ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確

保に関する事項 ...........................................................  
６ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 .........  

 

第５章 計画の推進に向けて .................................  

１ 施策の実施状況の点検 .....................................................  
２ 計画の進捗状況の公表 .....................................................  
３ 国・都等との連携 .........................................................  
４ 区民・企業・関係機関との連携 .............................................  

  



 

 

 

 

 

資料編 ....................................................  

１ 渋谷区の子ども・子育て支援施策 ...........................................  
２ 渋谷区子ども・子育て会議条例 .............................................  
３ 渋谷区子ども・子育て会議会則 .............................................  
４ 策定経過 .................................................................  
５ 渋谷区子ども・子育て会議委員名簿 .........................................  
 

 

 

 



 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章 計画の策定にあたって 
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１ 計画策定の背景 

我が国の急速な少子・高齢化の進展は、人口構造にひずみを生じさせ、労働力人口

の減少や社会保障負担の増加、地域社会の活力低下など、社会経済への深刻な影響を

与えるものとして懸念されています。 

また、核家族化の進展、地域におけるコミュニティ

の希薄化、児童虐待の顕在化、経済的に困難な状況に

ある世帯における子どもたちへの貧困の連鎖、若年

層における自殺の深刻化など、子どもと家庭を取り

巻く環境は大きく変化しています。加えて、IoT、ロ

ボット、人工知能（AI）、ビッグデータといった社会

の在り方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んで

きており、学校や学びの在り方など新たな局面を迎

えています。 

こうしたことから、子どもを産み、育てる喜びが実

感できる社会の実現、次世代の子どもたちが未来を

生き抜く力を身に付けることができる社会の構築など、子育て・子育ちを社会全体で

支援していくことが喫緊の課題となっています。 

このような社会情勢の変化の中、これまで国では、平成 24 年８月に『子ども・子

育て支援法』をはじめとする子ども・子育て関連３法を成立させ、平成 27 年４月か

ら幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める『子ど

も・子育て支援新制度』をスタートさせました。 

しかしながら、25 歳から 44 歳の女性就業率の上昇や、それに伴う保育の申込者

数の増加などにより、平成 30 年４月時点の全国の待機児童数は１万 9,895 人と減

少傾向となっているものの、保育を必要とするすべての子ども・家庭が利用できてい

ない状況です。 

待機児童の解消は待ったなしの課題であり、国では平成 29 年６月に『子育て安心

プラン』を公表し、平成 30 年度から令和４年度末までに女性の就業率 80％にも対

応できる約 32 万人分の保育の受け皿を整備することとしています。 

また、就学児童においても、更なる共働き家庭等の児童数の増加が見込まれており、

平成 30年９月には、『新・放課後子ども総合プラン』を策定し、次代を担う人材を育

成するため、全ての児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行う

ことができるよう、放課後等に全ての児童を対象として学習や体験・交流活動などを

行う事業の計画的な整備等を進めていくこととされました。 
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２ 計画策定の趣旨 

渋谷区においては、『子ども・子育て支援法』に基づき、平成 27年 3月に平成 27

年度～平成 31 年度を計画期間とする『第１期 渋谷区子ども・子育て支援事業計画』

を策定しました。 

このような中、平成 2８年度に策定した渋谷区長期基本計画 2017-2026 では、

将来都市像「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」の実現に向けて、指針とした３

つの視点「暮らしやすさを向上させるために（区民生活の暮らしやすさの視点）」、「街

の魅力と誇りを育むために（来街者を含む協働型まちづくりの視点）」、「未来へ向けた

発信のために（未来への戦略的な視点）」のもと、７つの分野別基本構想「それぞれの

成長を、一生よろこべる街へ。（子育て・教育・生涯学習）」、「あらゆる人が、自分ら

しく生きられる街へ。（福祉）」、「思わず身体を動かしたくなる街へ。（健康・スポーツ）」、

「人のつながりと意識が未来を守る街へ。（防災・安全・環境・エネルギー）」、「愛せ

る場所と仲間を、誰もがもてる街へ。（空間とコミュニティのデザイン）」、「あらたな

文化を生みつづける街へ。（文化・エンタテイメント）」、「ビジネスの冒険に満ちた街

へ。（産業振興）」を掲げました。 

まちづくりの目標の一つである「それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。（子育て・

教育・生涯学習）」の分野では、家庭・地域と連携し、子どもの学びを支え育む、また

妊娠から出産・子育てまで切れ目なく支える事を重点目標として取り組みを進めてい

ます。渋谷区では、これまでも子どもの健やかな成長と子育て家庭を支援するため、

保育の量的拡充や多様な保育サービスの提供、地域における子ども・子育て支援など

に取り組み、次代を担う子どもたちが強く、たくましく生き抜けるよう、生まれる前

から進学や就労まで、切れ目ない施策の一層の充実をはかってきました。 

 令和元年度からは、「渋谷区子育てネウボラ」がスタートし、妊娠期から子育て期に

わたる相談や支援をワンストップで行い、支援を必要とする妊婦や子育て家庭を早期

に発見し、18 歳までの切れ目ない支援を行うことにより、育児不安の解消や虐待予

防につなげていきます。 

この度、『第１期渋谷区子ども・子育て支援事業計画』が令和元年度で最終年度を迎

えることから、引き続き計画的に施策を推進するため『第２期渋谷区子ども・子育て

支援事業計画』を策定し、社会状況の変化に対応しつつ、各計画と連携しながら、子

ども・子育て支援施策を総合的に推進していき、切れ目のない支援による子育て環境

の充実を目指していきます。 
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３ 計画の位置付け 

本計画は、子ども・子育て支援法第 61 条に基づく子ども・子育て支援事業計画と

して、すべての子どもの健やかな育ちと子育て中の保護者を支援するとともに、区民

が子育てについて理解と認識を深め、家庭、教育・保育施設、学校、事業者や行政機

関などが相互に協力し、地域社会が一体となって子ども・子育て支援を推進するもの

です。 

また、本計画は、次世代育成支援対策推進法による「市町村行動計画」を内包する

渋谷区長期基本計画 2017-2026 の子ども・子育てに関連する分野の部門別計画と

して位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 計画の期間 

「子ども・子育て支援法」では、渋谷区は令和２年度から５年間を１期とした事業

計画を定めるものとしています。本計画は、５年ごとに策定するものとされているこ

とから、令和２年度から令和６年度までを計画期間とします。 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
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５ 計画の策定体制と経過 

（１）区民ニーズ調査の実施 ● ● ● ● ● ● ● 

渋谷区では、令和２年度から令和６年度を計画期間とする「第２期 渋谷区子ども・

子育て支援事業計画」の策定に伴い、この事業計画に必要となる子育て世帯の保護者

の就労状況や教育・保育施設等の利用に関する意向、その他の実状を把握するため「渋

谷区子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査」を実施しました。 

 

① 調査対象 

就学前児童（０歳～５歳）の保護者から 4,000 件を住民基本台帳より無作為に抽

出して実施しました。 

 

② 調査期間 

平成 31年１月 31日から平成 31 年２月 18日 

 

③ 調査方法 

郵送による配布・回収及びインターネットによる調査 

 

④ 回収状況 

配布数 有効回答数 有効回答率 

4,000 件 1,945 件 48.6％ 

有効回答数 1,945 件のうちインターネット回答は 510 件となっています。 

 

（２）渋谷区子ども・ 子育て会議による審議 ● ● ● ● ● ● ● 

計画の策定にあたり、子育て当事者等の意見を反映するとともに、子どもたちをと

りまく環境や子育て家庭の実情を踏まえた計画とするため、公募による区民、学識経

験者及び子ども・子育て支援に関する事業に従事する者等で構成する「渋谷区子ども・ 

子育て会議」を設置し、計画の内容について協議しました。 

 

（３）パブリックコメントの実施 ● ● ● ● ● ● ● 

令和●（●●●●）年●月～●月に、パブリックコメントを実施し、計画素案に対

する幅広い意見を聴取しました。 
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第２章 渋谷区の現状と課題 
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年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳）

老年人口（65歳以上）

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

１ 渋谷区の状況 

（１）人口の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 年齢３区分別人口の推移 

渋谷区の人口推移をみると、人口は年々増加し、平成31年で228,070人となって

います。 

 

年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

② 年齢別就学前児童数の推移 

渋谷区の０歳から５歳の子ども人口は平成27年以降増加しており、平成31年４月

現在で11,124人となっています。特に他の年齢は全て増加していますが、０歳のみ

減少しています。 

 

子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

  

資料：住民基本台帳（各年３月末現在）

1,939 2,097 1,999 1,994 1,919

1,824 1,925 2,033 1,966 1,950

1,682 1,749 1,833 1,955 1,915

1,588 1,615 1,729 1,764 1,907
1,464 1,567 1,590 1,694 1,735
1,464 1,474 1,562 1,584 1,698
9,961 10,427 10,746 10,957 11,124 

0

5,000

10,000

15,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)

資料：住民基本台帳（各年３月末現在）

20,869 21,833 22,404 23,030 23,626

155,524 157,149 158,476 160,096 161,676

41,698 42,329 42,532 42,591 42,768

218,091 221,311 223,412 225,717 228,070

0

100,000

200,000

300,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

(人)
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６歳 ７歳 ８歳 ９歳 10歳 11歳

 

③ 年齢別就学児童数の推移 

渋谷区の６歳から11歳の子ども人口は平成27年以降増加しており、平成31年４月

現在で8,755人となっています。しかし、他の年齢に比べ、８歳の増加率は低くなっ

ています。 

 

子ども人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年４月１日現在） 

 

④ 社会動態 

渋谷区における社会動態は、転入者が転出者を上回っており、平成29年では2,074

人の転入超過となっています。 

 

社会動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東京都「東京福祉保健局年報」 

資料：住民基本台帳（各年３月末現在）

1,379 1,465 1,459 1,544 1,565

1,327 1,385 1,464 1,455 1,548

1,308 1,337 1,367 1,462 1,463
1,154 1,330 1,325 1,377 1,454
1,174 1,162 1,324 1,343 1,3761,164

1,191 1,156 1,328 1,349
7,506 
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一般世帯数 核家族世帯数 一般世帯に占める核家族世帯の割合

平成17年 平成22年 平成27年

18歳未満の子どもがいる一般世帯 18歳未満の子どもがいる核家族世帯

18歳未満の子どもがいる核家族世帯の割合

（２）世帯の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 一般世帯・核家族世帯の状況 

渋谷区の核家族世帯数は平成22年以降増加しており、平成27年で44,212世帯と

なっています。また、一般世帯数は年々増加していますが、一般世帯に占める核家族

世帯の割合はH22年以降横ばいとなっています。 

 

世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

＊一般世帯：主に住居と生計を共にしている人々の集まり又は一戸を構えて住んでいる単身者

のことを指す。 

＊核家族世帯：夫婦のみの世帯、夫婦と子どもから成る世帯、男親と子どもから成る世帯、女

親と子どもから成る世帯のことを指す。 

② 18歳未満の子どもがいる世帯の状況 

渋谷区の18歳未満の子どもがいる一般世帯数は平成22年以降増加しており、平成

27年で15,030世帯となっています。また、18歳未満の子どもがいる核家族世帯数、

核家族世帯の割合も平成22年以降増加しています。 

 

18 歳未満の子どもがいる世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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６歳未満の子どもがいる一般世帯 ６歳未満の子どもがいる核家族世帯

６歳未満の子どもがいる核家族世帯の割合

18歳未満の子どもがいる母子世帯 18歳未満の子どもがいる父子世帯

 

③ ６歳未満の子どもがいる世帯の状況 

渋谷区の６歳未満の子どもがいる一般世帯数は増加傾向にあり、平成27年で

7,351世帯となっています。また、６歳未満の子どもがいる核家族世帯数、核家族世

帯の割合は年々増加しています。 

 

６歳未満の子どもがいる世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

④ ひとり親世帯の推移 

渋谷区の18歳未満の子どもがいる母子世帯は増加傾向にあり、平成27年で810世

帯となっています。また、18歳未満の子どもがいる父子世帯は年々減少しています。 

 

ひとり親世帯の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

  

5,495 5,453

7,351

5,136 5,142

7,021

93.5 94.3 95.5

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

0

3,000

6,000

9,000

平成17年 平成22年 平成27年

（％）(世帯)

688
633

810

85 58 55

0

300

600

900

平成17年 平成22年 平成27年

(世帯)
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渋谷区 東京都 全 国

 

（３）出生の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 出生数の推移 

渋谷区の出生数は増加傾向にあり、平成29年で2,112人と過去５年間で約１割増

加しています。 

 

出生数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：衛生統計年報 

 

 

② 合計特殊出生率の推移 

15歳～49歳までの女性の年齢別出生率を合計した合計特殊出生率は１人の女性が

仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの平均の子どもの数であり、

この数字は一般に少子化問題との関係で用いられます。渋谷区の合計特殊出生率は増

加傾向で推移しており、平成29年で1.09となっています。全国・都と比較すると低

い値で推移しています。 

 

合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：衛生統計年報  

0.97 1.02
1.08 1.08 1.09

1.13 1.15
1.24 1.24 1.21

1.43 1.42 1.45 1.44 1.43

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

1,909 1,993 2,121 2,093 2,112

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

(人)
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平成27年 平成22年

渋谷区 東京都 全 国

 

（４）就業の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 女性の年齢別就業率の推移 

渋谷区の女性の年齢別就業率は、出産・育児期に落ち込み、再び増加するM字カー

ブを描いていますが、20歳～39歳の就業率は平成22年に比べ平成27年では減少し

ており、近年ではＭ字カーブは緩やかになっています。 

 

女性の年齢別就業率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

② 女性の年齢別就業率（国・都比較） 

渋谷区の平成27年の女性の年齢別就業率を全国、都と比較すると、64歳以下の各

年代で全国、東京都より低くなっています。 

 

女性の年齢別就業率（国・都比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

  

10.4 

40.7 

52.8 52.8 51.7 

54.3 55.6 56.9 55.0 

45.6 

35.0 

24.3 

16.8 
12.0 

6.4 

9.3

43.8

55.7 54.7 53.0

54.1 56.1 56.2
53.5

44.9

34.1

22.8

16.7

12.1
8.4

0.0

20.0

40.0

60.0

15～
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20～
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25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳
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60～
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65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0
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19歳

20～

24歳

25～

29歳
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34歳
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39歳

40～
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45～
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50～
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55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

（％）
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既婚 未婚

 

③ 女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

渋谷区の平成27年の女性の未婚・既婚別就業率をみると、特に20歳代から50歳代

において既婚者に比べ未婚者の就業率が高くなっています。 

 

女性の年齢別就業率（既婚・未婚比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（平成 27 年） 

  

13.3 

33.2 

50.9 51.1 49.6 51.4 52.5 54.4 52.5 
45.1 

35.9 

25.9 
16.7 

12.9 7.6 
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54歳

55～

59歳

60～
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（％）
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99 118 115 117 113

140 108 127 131 125

239 
226 

242 248 238 

0

50

100

150

200

250

300

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(人)

 

（５）教育・保育サービス等の状況 ● ● ● ● ● ● ● 

① 幼稚園の状況 

年齢別の幼稚園在籍者数の推移をみると、公立幼稚園では、平成27年度から横ばい

となっており、平成31年度で２３８人となっています。私立幼稚園では、減少が続き、

平成31年度で1,627人となっています。 

 

各歳別の公立幼稚園在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区提供データ 

 

 

各歳別の私立幼稚園在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区提供データ 

 

  

4歳児 5歳児

575 564 550 554 534

564 584 556 553 539

599 563 574 548 554

1,738 1,711 1,680 1,655 1,627 

0

500

1,000

1,500

2,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(人)

3歳児 4歳児 5歳児
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② 保育園の状況 

年齢別の保育園在籍者数は、増加傾向で推移しており、特に１歳児から４歳児の在

籍者数が多くなっています。 

 

各歳別の保育園在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区提供データ 

 

 

③ 認定こども園の状況 

年齢別の認定こども園在籍者数の推移をみると、１号認定、２・３号認定ともに平

成27年度から増加しており、平成31年度では１号認定で112人、２・３号認定で

1,127人となっています。 

 

各歳別の認定こども園（１号認定）在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区提供データ 

  

232 254 278 301 291
421 443 542 636 670
466 477

580
714 717457 464

579
667 746

406 441
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623

405 390
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541
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3,320 
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0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(人)

16
29 37 38 37

17

26
29 35 38
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23
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45 

78 

92 
100 
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0

50

100

150

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

(人)

3歳児 4歳児 5歳児

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児
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各歳別の認定こども園（２・３号認定）在籍者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区提供データ 

 

 

④ 待機児童数の推移 

待機児童数の推移をみると、平成28年度まで増加していますが、平成29年度から

減少し平成31年度では92人となっています。 

 

年齢別待機児童数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：区提供データ 

 

  

70 77 84 91 100
124 134 149 170 182
142 154 171 195 207149 158

176
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0

0

0

0

0
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17 

２ ニーズ調査結果からみえる現状 

（１）子どもと家族の状況について ● ● ● ● ● ● ● 

① 日常的・緊急時にみてもらえる親族・知人の有無 

「緊急時もしくは用事の際には祖父母

等の親族にみてもらえる」の割合が

55.9％と最も高く、次いで「いずれもいな

い」の割合が24.5％、「緊急時もしくは用

事の際には子どもをみてもらえる友人・知

人がいる」の割合が15.5％となっていま

す。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

② 祖父母等の親族にお子さんをみてもらっている状況に 

「祖父母等の親族の身体的負担が大き

く心配である」の割合が37.7％と最も高

く、次いで「祖父母等の親族の時間的制約

や精神的な負担が大きく心配である」の割

合が35.6％、「祖父母等の親族の身体的・

精神的な負担や時間的制約を心配するこ

となく、安心して子どもをみてもらえる」

の割合が34.2％となっています。 

 

 

 

 

  

％

日常的に祖父母等の親族にみ

てもらえる

緊急時もしくは用事の際には祖
父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる
友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子
どもをみてもらえる友人・知人
がいる

いずれもいない

無回答

11.5

55.9

2.3

15.5

24.5

3.2

13.8

57.9

1.7

12.9

24.5

1.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

回答者数 = 1,265 ％

祖父母等の親族の身体的・精
神的な負担や時間的制約を心
配することなく、安心して子ども
をみてもらえる

祖父母等の親族の身体的負担
が大きく心配である

祖父母等の親族の時間的制約
や精神的な負担が大きく心配で
ある

自分たち親の立場として、負担
をかけていることが心苦しい

子どもの教育や発達にとってふ
さわしい環境であるか、不安が
ある

その他

無回答

34.2

37.7

35.6

27.8

6.4

7.0

0.6

0 20 40 60 80 100
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③ 母親の就労状況 

「フルタイムで就労しており、産休・育

休・介護休業中ではない」の割合が47.5％

と最も高く、次いで「以前は就労していた

が、現在は就労していない」の割合が

27.5％、「パート・アルバイト等で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない」

の割合が12.2％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「フルタ

イムで就労しており、産休・育休・介護休

業中ではない」の割合が増加しています。

一方、「フルタイムで就労しているが、産

休・育休・介護休業中である」「以前は就

労していたが、現在は就労していない」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

④ 母親の就労意向（就労者の就労意向） 

「パート・アルバイト等の就労を続ける

ことを希望」の割合が50.2％と最も高く、

次いで「フルタイムへの転換希望はある

が、実現できる見込みはない」の割合が

25.9％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「パー

ト・アルバイト等の就労を続けることを希

望」の割合が増加しています。 

 

  

％

フルタイムで就労しており、産
休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、
産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労して
おり、産休・育休・介護休業中で
はない

パート・アルバイト等で就労して
いるが、産休・育休・介護休業
中である

以前は就労していたが、現在は
就労していない

これまで就労したことがない

無回答

47.5

9.4

12.2

0.8

27.5

1.5

1.1

28.0

20.1

10.8

1.8

35.7

2.6

1.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,941)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

％

フルタイムへの転換希望があ

り、実現できる見込みがある

フルタイムへの転換希望はある

が、実現できる見込みはない

パート・アルバイト等の就労を

続けることを希望

パート・アルバイト等をやめて子

育てや家事に専念したい

無回答

9.2

25.9

50.2

4.0

10.8

0.0

9.0

21.9

40.6

2.5

25.9

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 251)

平成25年度調査

(回答者数 = 278)
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⑤ 母親の就労意向（未就労者の就労意向） 

「１年より先、一番下の子どもが（  ）

歳になったころに就労したい」の割合が

41.7％と最も高く、次いで「子育てや家

事などに専念したい（就労の予定はない）」

の割合が28.5％、「すぐにでも、もしくは

１年以内に就労したい」の割合が22.2％

となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「すぐに

でも、もしくは１年以内に就労したい」の

割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

（２）平日の定期的な教育・保育事業の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● 

① 平日の定期的な教育・保育事業の利用の有無 

「利用している」の割合が80.6％、「利

用していない」の割合が19.3％となって

います。 

平成25年度調査と比較すると、「利用し

ている」の割合が増加しています。一方、

「利用していない」の割合が減少しています。 

  

％

子育てや家事などに専念したい
（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが
（　　）歳になったころに就労した
い

すぐにでも、もしくは１年以内に
就労したい

無回答

28.5

41.7

22.2

7.6

0.0

30.6

44.8

15.1

9.4

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 564)

平成25年度調査

(回答者数 = 839)

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

％

利用している

利用していない

無回答

80.6

19.3

0.1

0.0

46.0

53.5

0.5

0 20 40 60 80 100
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② 平日の定期的に利用している教育・保育事業 

「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国

が定める最低基準に適合した施設で東京

都の認可を受けた施設）」の割合が43.0％

と最も高く、次いで「幼稚園（通常の就園

時間の利用）」の割合が21.8％、「認定こ

ども園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設

の機能を併せ持つ施設において、保育所の

時間帯で保育・幼児教育を受ける枠）」の

割合が14.6％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「区立・

私立保育室、認証保育所（区が助成、運営

する認可外保育施設）」の割合が増加して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園（通常の就園時間の利
用）

幼稚園の預かり保育（通常の就
園時間を延長して預かる事業の

うち定期的な利用のみ）

認可保育所〔区立・私立保育
園〕（国が定める最低基準に適

合した施設で東京都の認可を
受けた施設）

認定こども園〔長時間利用〕（幼
稚園と保育施設の機能を併せ
持つ施設において、保育所の時

間帯で保育・幼児教育を受ける
枠）

認定こども園〔中・短時間利用〕
（幼稚園と保育施設の機能を併

せ持つ施設において、幼稚園の
時間帯で幼児教育を受ける枠）

区立・私立保育室、認証保育所

（区が助成、運営する認可外保
育施設）

小規模保育事業（国が定める最

低基準に適合した施設で区市
町村の認可を受けた定員が概
ね６～19人のもの）

事業所内保育施設（企業が主
に従業員用に運営する施設）

居宅訪問型保育（ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの
家庭で保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等
で子どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター
（地域住民が子どもを預かる事
業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

21.8

6.0

43.0

14.6

1.7

8.9

1.0

1.5

2.6

0.3

1.0

4.7

3.6

0.3

20.9

5.6

40.2

10.5

1.3

3.4

-

1.4

4.2

0.6

2.1

4.5

5.4

0.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)
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③ 平日、定期的に利用したい教育・保育事業 

「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国

が定める最低基準に適合した施設で東京

都の認可を受けた施設）」の割合が50.9％

と最も高く、次いで「認定こども園〔長時

間利用〕（幼稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設において、保育所の時間帯で保

育・幼児教育を受ける枠）」の割合が

41.7％、「幼稚園（通常の就園時間の利

用）」の割合が41.4％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「幼稚園

（通常の就園時間の利用）」「認可保育所

〔区立・私立保育園〕（国が定める最低基準

に適合した施設で東京都の認可を受けた

施設）」「居宅訪問型保育（ベビーシッター

のような保育者が子どもの家庭で保育す

る事業）」「ファミリー・サポート・センタ

ー（地域住民が子どもを預かる事業）」の割

合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育（通常の就園

時間を延長して預かる事業のうち

定期的な利用のみ）

認可保育所〔区立・私立保育園〕

（国が定める最低基準に適合した

施設で東京都の認可を受けた施

設）

認定こども園〔長時間利用〕（幼稚

園と保育施設の機能を併せ持つ施

設において、保育所の時間帯で保

育・幼児教育を受ける枠）

認定こども園〔中・短時間利用〕

（幼稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設において、幼稚園の時間

帯で幼児教育を受ける枠）

区立・私立保育室、認証保育所

（区が助成、運営する認可外保育

施設）

小規模保育事業（国が定める最低

基準に適合した施設で区市町村の

認可を受けた定員が概ね６～19人

のもの）

事業所内保育施設（企業が主に従

業員用に運営する施設）

居宅訪問型保育（ベビーシッター

のような保育者が子どもの家庭で

保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等で子

どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター（地

域住民が子どもを預かる事業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

41.4

33.3

50.9

41.7

12.8

14.3

4.0

4.5

8.5

3.8

8.6

4.2

1.4

4.6

46.9

31.0

56.6

43.7

15.6

17.3

-

9.0

14.5

6.7

17.2

2.6

2.5

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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④ 幼児教育・保育の無償化が実施された場合に平日、定期的に利用したい教育・
保育事業 

「認可保育所〔区立・私立保育園〕（国

が定める最低基準に適合した施設で東京

都の認可を受けた施設）」の割合が

48.4％と最も高く、次いで「認定こども

園〔長時間利用〕（幼稚園と保育施設の機

能を併せ持つ施設において、保育所の時

間帯で保育・幼児教育を受ける枠）」の割

合が42.4％、「幼稚園（通常の就園時間の

利用）」の割合が41.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945 ％

幼稚園（通常の就園時間の利

用）

幼稚園の預かり保育（通常の就

園時間を延長して預かる事業の

うち定期的な利用のみ）

認可保育所〔区立・私立保育

園〕（国が定める最低基準に適

合した施設で東京都の認可を

受けた施設）

認定こども園〔長時間利用〕（幼

稚園と保育施設の機能を併せ

持つ施設において、保育所の時

間帯で保育・幼児教育を受ける

枠）

認定こども園〔中・短時間利用〕

（幼稚園と保育施設の機能を併

せ持つ施設において、幼稚園の

時間帯で幼児教育を受ける枠）

区立・私立保育室、認証保育所

（区が助成、運営する認可外保

育施設）

小規模保育事業（国が定める最

低基準に適合した施設で区市

町村の認可を受けた定員が概

ね６～19人のもの）

事業所内保育施設（企業が主

に従業員用に運営する施設）

居宅訪問型保育（ベビーシッ

ターのような保育者が子どもの

家庭で保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等

で子どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事

業）

その他の認可外の保育施設

その他

無回答

41.8

39.1

48.4

42.4

14.1

14.8

5.1

6.4

19.9

9.0

14.1

7.7

2.0

6.4

0 20 40 60 80 100
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⑤ 利用する施設を選ぶときに重視していること 

「家から近い」の割合が63.5％と最も

高く、次いで「教育・保育の方針や内容が

充実している」の割合が39.6％、「給食が

ある」の割合が25.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 1,945 ％

家から近い

職場に近い

最寄駅に近い

職場への通勤に便利

保育時間

費用が安い

親族の勧め

友人・知人の勧め

送迎バスがある

公立であること

私立であること

地域で評判が良い

給食がある

大規模で施設の設備が充実し
ている

しつけがしっかりしている

教育・保育の方針や内容が充
実している

病気や障害に対する理解があ

る

その他

無回答

63.5

3.3

3.0

9.6

22.1

6.3

0.7

1.9

2.3

2.8

0.8

18.5

25.8

4.2

8.6

39.6

2.4

2.8

22.5

0 20 40 60 80 100
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（３）地域の子育て支援事業の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● 

① 地域子育て支援拠点事業の利用状況 

「利用していない」の割合が55.2％と

最も高く、次いで「子育て支援センター（親

子が集まって過ごしたり、相談をする場）」

の割合が28.2％、「かぞくのアトリエ」の

割合が11.7％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「その他

渋谷区で実施している類似の事業」の割合

が増加しています。一方、「子育て支援セ

ンター（親子が集まって過ごしたり、相談

をする場）」の割合が減少しています。 

また、「利用していない」の人の約９割

は、教育・保育事業を定期的な利用してい

ます。 

 

 

 

 

② 地域子育て支援拠点事業の利用希望 

「新たに利用したり、利用日数を増やし

たいとは思わない」の割合が48.4％と最

も高く、次いで「利用していないが、今後

利用したい」の割合が28.5％、「すでに利

用しているが、今後利用日数を増やした

い」の割合が17.8％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「新たに

利用したり、利用日数を増やしたいとは思

わない」の割合が増加しています。一方、

「利用していないが、今後利用したい」「すでに利用しているが、今後利用日数を増や

したい」の割合が減少しています。 

  

％

子育て支援センター（親子が集
まって過ごしたり、相談をする
場）

認定こども園や私立保育園で
実施している子育てひろば

ひがし健康プラザや中央図書
館で実施している子育てひろば

かぞくのアトリエ

その他渋谷区で実施している類
似の事業

利用していない

無回答

28.2

6.2

6.2

11.7

10.1

55.2

5.6

38.0

6.0

7.5

7.9

3.7

51.1

4.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

％

利用していないが、今後利用し
たい

すでに利用しているが、今後利
用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日数を
増やしたいとは思わない

無回答

28.5

17.8

48.4

5.3

0.0

33.9

24.5

35.5

6.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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（４）病気等の際の対応について ● ● ● ● ● ● ● 

① 子どもが病気やケガで通常の事業の利用ができなかった経験の有無 

「あった」の割合が80.3％、「なかった」

の割合が16.5％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

② 子どもが病気やケガで通常の事業の利用ができなかった場合の対応 

「母親が休んだ」の割合が78.6％と最

も高く、次いで「父親が休んだ」の割合が

42.9％、「（同居者を含む）親族・知人に

子どもをみてもらった」の割合が31.4％

となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「父親が

休んだ」の割合が増加しています。一方、

「（同居者を含む）親族・知人に子どもを

みてもらった」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

③ 病児・病後児のための保育施設等の利用意向 

「できれば病児・病後児保育施設等を利

用したい」の割合が52.7％、「利用したい

とは思わない」の割合が46.2％となって

います。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

  

％

父親が休んだ

母親が休んだ

父親又は母親のうち就労してい

ない方が子どもをみた

（同居者を含む）親族・知人に子

どもをみてもらった

病児・病後児の保育施設を利用

した

ベビーシッターを利用した

子どもだけで留守番をさせた

その他

無回答

42.9

78.6

18.2

31.4

6.5

10.4

1.9

1.9

0.5

0.0

36.9

76.8

18.1

36.9

3.5

10.6

1.0

4.1

0.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,259)

平成25年度調査

(回答者数 = 811)

％

あった

なかった

無回答

80.3

16.5

3.3

0.0

80.4

17.0

2.6

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,568)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,009)

％

できれば病児・病後児保育施設

等を利用したい

利用したいとは思わない

無回答

52.7

46.2

1.2

0.0

56.6

41.2

2.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,029)

平成25年度調査

(回答者数 = 643)
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（５）一時預かり等の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● 

① 不定期の教育・保育の利用状況 

「利用していない」の割合が66.5％と

最も高く、次いで「一時保育」の割合が

12.3％、「ベビーシッター」の割合が

10.0％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 宿泊を伴う一時預かり等の有無と対応 

「あった」の割合が25.6％、「なかった」

の割合が71.2％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

  

％

あった

なかった

無回答

25.6

71.2

3.2

0.0

20.9

73.9

5.2

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

％

一時保育

幼稚園の預かり保育

ファミリー・サポート・センター

夜間養護等事業：トワイライトス
テイ　　渋谷区では未実施です

にこにこママ

ベビーシッター

その他

利用していない

無回答

12.3

8.7

4.0

0.2

2.3

10.0

2.9

66.5

1.7

0.0

11.7

4.7

3.5

0.1

5.3

7.7

3.8

70.2

2.0

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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（６）小学校就学後の過ごさせ方について ● ● ● ● ● ● ● 

① 就学前児童保護者の小学校就学後（低学年）の放課後に過ごさせたい場所 

「放課後クラブ（区立小学校内）」の割

合が71.5％と最も高く、次いで「習い事

（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾な

ど）」の割合が62.6％、「自宅」の割合が

37.9％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「放課後

クラブ（区立小学校内）」の割合が増加し

ています。一方、「公園・図書館（地域住

民等による保育）」「まだ先のことで考えら

れない」の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

② 就学前児童保護者の小学校就学後（高学年）の放課後に過ごさせたい場所 

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）」の割合が74.0％と最も高

く、次いで「自宅」の割合が49.9％、「放

課後クラブ」の割合が47.8％となってい

ます。 

平成25年度調査と比較すると、「自宅」

「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）」の割合が増加しています。

一方、「公園・図書館」「まだ先のことで考

えられない」の割合が減少しています。 

 

 

  

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）

放課後クラブ（区立小学校内）

ファミリー・サポート・センター

公園・図書館（地域住民等によ
る保育）

代官山ティーンズ・クリエイティ
ブ、フレンズ本町

かぞくのアトリエ、渋谷スポーツ
共育プラザ＆ラボ“すぽっと”

こどもテーブル

その他

まだ先のことで考えられない

無回答

37.9

14.4

62.6

71.5

3.3

16.5

8.2

9.2

3.8

3.5

7.1

3.3

0.0

37.8

18.9

58.4

60.5

4.5

29.5

-

-

-

1.6

14.4

5.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

％

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカーク
ラブ、学習塾など）

放課後クラブ

公園・図書館

代官山ティーンズ・クリエイティ
ブ、フレンズ本町

こどもテーブル

その他

まだ先のことで考えられない

無回答

49.9

15.7

74.0

47.8

20.5

10.5

3.9

2.3

13.5

3.3

0.0

38.3

19.1

63.7

46.7

29.2

-

-

1.3

21.7

5.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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（７）育児休業制度の利用状況について ● ● ● ● ● ● ● 

① 母親の育児休業の取得状況 

「取得した（取得中である）」の割合が

51.5％と最も高く、次いで「働いていなか

った」の割合が31.5％、「取得していない」

の割合が15.8％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「取得し

た（取得中である）」の割合が増加してい

ます。 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

31.5

51.5

15.8

1.2

0.0

34.4

45.8

18.0

1.7

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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② 母親の育児休業を取得していない理由 

「育児休業制度がない職業のため（自営

業、フリーランス等）」の割合が43.6％と

最も高く、次いで「子育てや家事に専念す

るため退職した」の割合が17.6％、「仕事

が忙しかった又は（産休後に）仕事に早く

復帰したかった」の割合が15.3％となっ

ています。 

平成25年度調査と比較すると、「職場に

育児休業を取りにくい雰囲気があった」

「仕事が忙しかった又は（産休後に）仕事

に早く復帰したかった」「子育てや家事に

専念するため退職した」「職場に育児休業

の制度がなかった（就業規則に定めがなか

った）」の割合が減少しています。 

 

※平成 25 年度調査には「育児休業制度が無い

職業のため（自営業、フリーランス等）」の選

択肢はありませんでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった又は（産休後

に）仕事に早く復帰したかった

育児休業制度がない職業のた

め（自営業、フリーランス等）

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな

る

保育所・認定こども園などに預

けることができた

配偶者が育児休業制度を利用

した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を

利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな

かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取

得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、
産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

7.8

15.3

43.6

10.1

0.7

10.4

3.9

0.0

3.3

17.6

7.5

4.2

0.0

2.6

14.3

7.5

15.7

23.0

-

9.3

1.5

15.2

4.5

0.0

3.5

23.7

19.4

7.1

1.3

0.5

33.3

1.5

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 307)

平成25年度調査

(回答者数 = 396)
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③ 父親の育児休業の取得状況 

「取得していない」の割合が87.2％と

最も高くなっています。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

  

％

働いていなかった

取得した（取得中である）

取得していない

無回答

1.1

6.4

87.2

5.2

0.0

2.0

3.0

85.9

9.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)
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④ 父親の育児休業を取得していない理由 

「配偶者が育児休業制度を利用した」

の割合が32.3％と最も高く、次いで「職

場に育児休業を取りにくい雰囲気があっ

た」の割合が29.7％、「仕事が忙しかった

又は（産休後に）仕事に早く復帰したかっ

た」の割合が21.8％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「仕事

が忙しかった又は（産休後に）仕事に早く

復帰したかった」の割合が減少していま

す。 

 

※平成 25 年度調査には「育児休業制度が無い

職業のため（自営業、フリーランス等」の選択

肢はありませんでした。 

 

 

 

 

  

％

職場に育児休業を取りにくい雰

囲気があった

仕事が忙しかった又は（産休後
に）仕事に早く復帰したかった

育児休業制度がない職業のた
め（自営業、フリーランス等）

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給・昇格などが遅れそうだっ

た

収入減となり、経済的に苦しくな
る

保育所・認定こども園などに預
けることができた

配偶者が育児休業制度を利用
した

配偶者が無職、祖父母等の親

族にみてもらえるなど、制度を
利用する必要がなかった

子育てや家事に専念するため

退職した

職場に育児休業の制度がな
かった（就業規則に定めがな

かった）

有期雇用のため育児休業の取
得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを知

らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、
産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

29.7

21.8

20.3

4.8

9.2

20.6

2.1

32.3

17.1

0.4

6.6

0.2

1.2

0.0

6.8

5.7

29.4

45.5

-

4.6

8.2

24.9

1.3

30.7

20.8

0.3

10.6

0.3

1.0

0.0

10.9

5.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,696)

平成25年度調査

(回答者数 = 1,885)
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（８）相談の状況について ● ● ● ● ● ● ● 

① 就学前児童保護者の気軽に相談できる人の有無 

「いる／ある」の割合が91.1％、「いな

い／ない」の割合が7.8％となっていま

す。 

平成25年度調査と比較すると、大きな

変化はみられません。 

 

 

 

 

② 就学前児童の保護者の気軽に相談できる相談先 

「友人や知人」の割合が78.7％と最も

高く、次いで「祖父母等の親族」の割合が

75.2％、「保育所・認定こども園等の保育

士」の割合が39.6％となっています。 

平成25年度調査と比較すると、「保育

所・認定こども園等の保育士」の割合が増

加しています。一方、「子育て支援施設（子

育て支援センター・子育てひろば等）」の

割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

％

いる／ある

いない／ない

無回答

91.1

7.8

1.2

0.0

92.1

6.6

1.3

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

％

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設（子育て支援セ
ンター・子育てひろば等）

保健所・保健相談所

子ども家庭支援センター

保育所・認定こども園等の保育
士

幼稚園教諭

かかりつけの医師

民生委員・児童委員、主任児童
委員

子ども発達相談センター

渋谷区の子育て関連担当窓口

その他

無回答

75.2

78.7

10.2

15.6

2.3

1.5

39.6

12.1

21.5

0.1

2.7

0.7

7.2

0.2

0.0

80.1

77.3

9.2

24.1

6.5

1.8

26.4

9.1

25.6

0.0

-

1.7

5.6

0.1

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,771)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,021)
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③ 相談の結果、悩みは解決したか 

「した」の割合が88.5％、「しなかった」

の割合が9.5％となっています。 

 

 

 

 

 

（９）子育て全般について ● ● ● ● ● ● ● 

① 就学前児童保護者の地域における子育ての環境や支援の満足度 

「満足」と「やや満足」をあわせた“満

足”の割合が67.4％、「どちらともいえな

い」の割合が21.4％、「やや不満足」と「不

満足」をあわせた“不満足”の割合が9.4％

となっています。 

平成25年度調査と比較すると、“満足”

の割合が増加しています。また、「やや不

満足」の割合が減少しています。 

 

 

② 『渋谷区子育てネウボラ』に対して、期待する機能・役割 

合計1,134件の意見がありました。意見の内容を分野に応じて整理したところ、主

な意見は、「相談できる」が最も多く、次いで「サービスや支援を受けられる」となっ

ており、『渋谷区子育てネウボラ』に対する期待が多いことがわかります。 

 

分類回答（主な意見） 件数 

（１）相談できる 299 

（２）サービスや支援を受けられる 121 

（３）情報を得られる 79 

（４）医療面や保健師によるサポートがある 74 

（５）魅力ある事業が多い 66 

（６）集いの場として交流できる 61 

（７）安心して遊べる 46 

（８）子育ての良い環境として 44 

  

％

満足

やや満足

どちらともいえない

やや不満足

不満足

無回答

20.8

46.6

21.4

6.5

2.9

1.9

0.0

13.6

41.7

24.1

11.8

6.0

2.8

0 20 40 60 80 100

平成30年度調査

(回答者数 = 1,945)

平成25年度調査

(回答者数 = 2,195)

回答者数 = 1,771 ％

した

しなかった

無回答

88.5

9.5

2.0

0 20 40 60 80 100
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（10）ニーズ調査からみられる課題の整理 ● ● ● ● ● 

第２期計画策定にあたり、ニーズ調査結果を以下の通り整理し、課題を抽出しまし

た。 

 

① 相談先の有無と相手について 

ニーズ調査では、子育てをする上で、気軽に相談できる先として、友人や知人、祖

父母等の親族がそれぞれ８割となっており、５年前と比較すると、保育所・認定こど

も園等の保育士の割合は増加して４割となっています。一方、子育て支援施設の割合

は減少して2割以下となっています。 

今後は、保護者の孤立を防ぎ、子育ての悩みや保護者自身の悩みを抱え込むことが

ないよう、身近で気軽に相談できる仕組みや体制を構築し、妊娠、出産、産後、子育

て期における切れ目ない支援を行うことが必要です。 

また、相談相手がいない人や子どもの預け先がない人への対策（周知やアウトリー

チなど）を行い、既存事業へつなげ、また、複雑化かつ深刻化した相談内容に対応す

るため、専門相談できる体制の整備や専門機関同士の連携を行うことが求められます。 

 

② 安心して働ける子育て支援について 

ニーズ調査では、保護者の就労希望をみると、母親ではパートタイム等からフルタ

イムの転換希望や未就労から就労を希望する保護者がみられ、潜在的な保育ニーズが

みられます。また、利用したい教育・保育サービスとして、「認可保育所」が約５割で、

「認定こども園」、「幼稚園」が約４割となっています。平成25年度調査と比較すると、

「幼稚園の預かり保育」の割合が増加しています。 

保護者の就労状況の変化等により、保育の必要性がある家庭が増加することが考え

られ、幼児教育・保育無償化によるニーズの増加を適切に見込み、幼稚園、保育所の

受け皿の確保とともに、教育・保育の質を高めていく必要があります。 

 

③ 安心できる出産と健康づくりについて 

ニーズ調査では、渋谷区の「子育てを切れ目なく支援する街」（渋谷区子育てネウボ

ラ）を実現するための機能、役割について、「医療面や保健師によるサポートがある」

ことを約１割弱の方が期待していると回答しています。 

妊娠期から子育て期の切れ目のない相談や支援を行い、タイムリーに福祉サービス

や専門相談機関につなげ、親の育児不安・負担の軽減を図り、安心して産み育てるこ

とができるよう、個々の状況に寄り添いながら支援していくことが重要です。  
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④ 支援を必要とする子どもと家庭への対応について 

ニーズ調査では、利用している教育・保育事業で重視しているものとして「病気や

障害に対する理解がある」の割合が2.4％となっています。 

今後は、支援を必要とする子どもや、困難を抱えた家庭・子どもが健やかに成長す

るために、一人ひとりの個性と能力に応じた配慮や、子どものライフステージにあわ

せた、行政の各分野（保健、保育、教育、福祉等）が総合的に支援する仕組みが重要

です。 

その他、発達障がいをはじめ、発達に課題のある子どもと、その家族については、

継続した相談支援・発達支援・啓発活動と研修等を関係機関と連携を図っていくこと

が必要です。 

 

⑤ 子どもの放課後の居場所について 

ニーズ調査では、小学校就学後の放課後の過ごし方の希望について、低学年のうち

は、放課後クラブが７割を超え、前回調査と比べて高い伸びを示しています。また、

高学年においても、微増で５割弱となっています。引き続き適切なニーズを把握し、

整備していく必要があります。 

今後、放課後の居場所に対するニーズがさらに高まることが予測される中、地域の

人材や地域資源を活用した子どもの居場所づくりが求められます。 

 

⑥ 子どもと子育てにやさしいまちづくりについて 

ニーズ調査では、子どもや親子で遊べる場所への要望として、「整備された安全な場

所」について約１割の回答があり、「不審者の問題がなく、安心できるところ」といっ

た声もわずかながら上がっています。 

また、渋谷区の「子育てを切れ目なく支援する街」（渋谷区子育てネウボラ）を実現

するための機能、役割について、「安心して遊べること」を約１割弱の方が期待してい

ると回答しています。 

子どもの安全確保は、安全・安心な社会の要であるとの認識のもと、子どもたちが

あたたかな地域の見守りの目のなかで、のびのびと遊び、学ぶことのできる地域づく

りが求められます。 

また、子どもが事件や事故に巻き込まれないよう、子どもが利用する空間を、地域

ぐるみで見守る意識を高めることが必要です。 



 

 
36 

３ 第１期計画の現状と課題 

第２期計画策定にあたり、第１期計画で掲げた教育・保育事業及び地域子ども・子

育て支援事業の進捗状況と課題を整理しました。 → 第４章に盛り込み 

  



 

 
37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 
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１ 基本理念 

渋谷区の子ども・子育て支援施策の推進にあたり、第１期子ども・子育て支援事業

計画の考えを継承しつつ、目指すべき基本理念を次のとおり掲げます。 

子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは、一人ひとりの子どもや保護者の幸

せにつながることはもとより、社会の発展に欠かすことができません。そのためにも、

子どもに限りない愛情を注ぎ、その存在に感謝し、

日々成長する子どもとともに、親も親として成長して

いくことが大切です。 

また、人が家庭を、家庭が地域を、地域がまちを築

いていくことから、親や家庭が子育てを主体的に行っ

ていくことを前提としながらも、社会全体が積極的に

子育てに関わりを持ち、次世代を担う子どもの健全育

成を図ることが、まちの成長につながります。 

家庭を基本としつつ地域・社会・行政が相互に連携・

役割分担しながら、子育ち・子育てに一人ひとりが夢

を持ち続けることができる“まち”として成長し、基

本理念である『産みやすく、育てやすく、預けやすいまち 渋谷』を実現できるよう、

子育て支援の施策を推進します。 

 

 

基 本 理 念  

 

産みやすく、育てやすく、預けやすい 

まち 渋谷 
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２ 基本的な視点 

本計画では、次の４つを基本的な視点として、子育て支援施策を通した取り組みを

行っていきます。 

 

（１）子どもの成長の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子どもは、社会の希望、未来をつくる力です。そのためにも、子どもは、家族の愛

情の下に養育され、自らも家族の一員としての様々な役割を果たしながら成長してい

くことが必要です。子どもの健やかな成長と発達が保障され、「児童の権利に関する条

約」に定められている「子どもの最善の利益」が実現される社会をめざす取り組みを

進めます。さらに、子どもは次世代を担うという視点から、豊かな人間性を形成でき

るよう、長期的な視点に立った取り組みを推進します。 

 

（２）親（保護者）としての成長の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子どもが生活の大半を過ごす家庭の環境は、子どもの成長に大きく影響します。そ

のため、父母その他の保護者が子育てについての責任を第一に担うという基本認識の

もと、子どものしつけや生活習慣の見直しなど、家庭内での教育力を高めるための家

庭教育を身につけるとともに、子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、親が子

どもを安心して産み育てることができるよう、各施設や機関が連携し、切れ目ない支

援をしていく取り組みを進めます。 

 

（３）地域での支え合いの視点 ● ● ● ● ● ● ● 

社会のあらゆる分野におけるすべての人々が、子ども・子育て支援の重要性に対す

る関心や理解を深め、各々が協働し、それぞれの役割を果たすことが必要です。 

地域の実情を踏まえ、子どもの成長にとってより良い環境づくりのために、子ども

の見守りや子育てにおいて、人々が相互に関わり合うことができるような地域を目指

します。 

 

（４）子育て環境の充実の視点 ● ● ● ● ● ● ● 

子どもが健やかに育つには、家庭はもとより地域、行政等、社会全体の協力が欠か

せません。「子どもは地域の宝」という考えのもとそれぞれが役割を分担し、連携と協

力により子育てができる取り組みを進めます。  
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３ 基本目標・施策の方向性 

基本理念を実現するために、基本的な視点を念頭に置きながら、次の５項目を基本

目標として子育て支援施策を推進していきます。 

 

基本目標１ 保育環境の整備・充実 

様々な手法を活用して新たな保育施設の整備を進めるほか、既存の保育施設につい

ては、保育定員の拡充を図るなど、待機児童の解消に向けた取り組みを推進します。 

また、子育て中の保護者の就労形態や就労時間が多様化する中で、一時保育や定期

利用保育、病児・病後児保育、障害児保育、休日保育等の様々な保育ニーズに対応し

たきめ細やかな保育サービスの充実を図ります。 

 

（１）幼児期における教育・保育の充実 ● ● ● ● ● ● ● 

働きながら安心して子どもを生み、育てることができるように、勤務時間や生活ス

タイルの多様化に柔軟に対応できる子育てをめぐる環境づくりを推進します。 

 

① 幼稚園、保育所、認定こども園 

喫緊の課題である待機児童の解消に向け、育休明けの保育ニーズに着実に対応でき

るよう配慮しつつ、不足が見込まれる0歳児～２歳児については、認可保育所等の拡

充で確保を図ります。 

 

② 保育園時間外保育事業（延長保育） 

保護者のニーズに対応できるよう、利用者支援を行うとともに、認可保育所や認定

こども園の新設を行い、受け入れを確保します。 

 

③ 子育て短期支援事業（ショートステイ事業） 

保護者の出張、疾病、出産等の理由により、一時的に子どもの養育ができない場合

に、区が委託した施設等において、養育を行っています。引き続き、安定的な生活及

び養育環境を確保し、地域で継続的な支援が受けられるように、時代や社会のニーズ

に即したサービスを整えていきます。 
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④ 幼稚園における一時預かり事業 

幼稚園における預かり保育については、私学助成による事業の継続とともに、一時

預かり事業への移行についても、円滑な事業実施が可能となるようにします。 

 

⑤ 保育園、ファミリー・サポート・センター等における一時預かり事業 

在宅で育児をする保護者を支援する体制を充実するため、現行の認可保育所だけで

なく、新規開設施設での一時預かり事業の拡充を検討します。 

 

⑥ 病児・病後児保育事業 

病児保育施設で子どもを預かる施設型病児保育事業や、自宅でベビーシッターを利

用した際の利用料金の助成を行う病児病後児ベビーシッター利用費助成事業を実施し

ています。施設型病児保育事業では、児童が登園中や登園後に体調を崩した際に、病

児保育施設のスタッフが保育園へ迎えに行き、そのまま病児保育施設で預かる「保育

園レスキュー」も実施しています。 

令和２年度以降は病児・病後児保育のニーズに応えるため、定員や施設を増やすな

ど需要に応えることのできる体制づくりについて、調査・検討をしていきます。 

 

（２）就学前教育の充実 ● ● ● ● ● ● ● 

「渋谷区就学前教育プログラム」に基づき、すべての就学前教育施設において子ど

も一人ひとりの個性を尊重した質の高い就学前教育の充実を図ります。 

 

（３）支援を必要とする子どもに対する教育・保育の充実 ● ● ● ● ● ● ● 

 

区立の保育園・幼稚園では、支援を必要とする子どもに対して、保育士・補助員を手

厚く配置しています。今後も、子ども発達相談センターと保育課の連携により、連絡・

調整及び指導の統一を図る目的で、保育支援コーディネーターに対する研修を実施し、

配慮が必要な子どもの支援体制を充実していきます。 

 

（４）子育てと学校教育が円滑につながるための、両者の連携支援 ● ● ● 

子どもの発達や学びの連続性を踏まえ、就学前教育施設の5歳児クラスの在園児が

地域の小学校で体験授業等に参加する「就学前オープンスクール」のさらなる充実を

図ります。さらに、保護者への情報発信を積極的に行い、よりよい就学前教育の在り

方に関する情報共有を深めていきます。  
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基本目標２ 妊娠期からの切れ目のない子育て支援の充実 

身体的・経済的・精神的に不安を感じやすい妊婦期から出産後の子育て時期の保護

者に対し、不安をなくし、喜びの多い子育てができるよう、子育てに関する情報提供

の強化を図るとともに、妊婦への健康診査などの母子保健・医療体制の充実を図りま

す。 

 

（１）相談支援、情報提供の充実 ● ● ● ● ● ● ● 

子育て世代包括支援センターを核としながら、妊娠期からの切れ目ない支援の実施

のため、妊娠期の状況確認を電話連絡、訪問等を行うとともに、必要な情報提供、助

言、保健指導を実施し、母子保健施策と子育て支援施策について専門機関が連携し、

総合的な支援を行います。 

さらに、出産後も子どもとその家庭を対象に、情報提供、相談を行い、調査、関係

機関との連絡調整その他の必要な支援を行うため、拠点となる施設を整備し運営を行

います。 

 

（２）母子保健サービスの充実 ● ● ● ● ● ● ● 

保護者の育児不安を軽減し、親子が孤立することなく地域の中で安心して子どもを

産み育てられるよう、妊婦健康診査や出産後の乳児家庭全戸訪問事業、各種乳幼児健

診、健康教室等を通じて、切れ目のない支援を行います。 

 

① 妊婦全数面接 

すべての妊婦と保健師が面接をすることで、気軽に相談できる相手としての認識を

高め、妊娠期からのあらゆる相談を一元的に受けるとともに、コーディネーターとし

て関係機関との連携を図ります。また、面接を受けた方に、区から育児に必要な衣類

や体温計などの育児パッケージを贈呈し、出産・子育てをサポートします。 

 

② 妊婦健康診査 

妊婦が受ける健康診査（妊婦健康診査）に係る費用を一部助成することにより、妊

婦の健康管理の充実及び経済負担の軽減を図ります。また、早期に妊娠届を提出する

ことを促し、健診費用の一部助成について周知を図り、母子共に安全安心な出産を目

指します。 
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③  乳児家庭全戸訪問事業 

すべての乳児家庭を生後4か月までに保健師または助産師が訪問し、乳児とその保

護者の心身の状況や養育環境の確認及び、子育て情報の提供を行います。核家族化に

より孤立しやすい保護者が不安に陥らず、安心して子育てができるよう引き続き全戸

訪問に努めていきます。 

 

（３）支援を必要とする子どもと家庭への支援 ● ● ● ● ● ● ● 

子ども家庭支援センターや子ども発達相談センターがそれぞれの専門性を生かした

一体的な支援を行い、複合化かつ複雑化しつつある子どもと家庭の課題に対応した、

総合相談体制の構築、関係機関へのバックアップと連携の強化を図ります。 

特に、虐待等の発生予防や早期発見・早期対応、養育困難への支援については、子

ども家庭支援センターを中心として、区の子どもや家庭に対する多様な分野からの相

談・サポート体制の充実を図ります。 

発達の気がかりな子どもについては、子ども発達相談センターを中心に、保護者の

育児不安や悩みなどの相談に応じつつ、子ども一人ひとりにあったアセスメント及び

支援方針の作成を行い、円滑な療育機関への移行と就学支援等、乳幼児期から成人に

達するまでの切れ目のない支援体制の確立に取り組みます。 

 

① 養育支援訪問事業 

乳幼児の養育に対し家庭内での支援を求めることが困難な状況にある場合、育児支

援ヘルパーを派遣し、家庭の負担を軽減し、安心して子育てを行えるよう、また、子

どもの安全を守るため、引き続き実施します。 

② 児童虐待防止対策の推進（子どもを守る地域ネットワーク） 

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るた

め、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク

機関間の連携強化や地域住民への周知を図ります。 

 

（４）子どもの権利擁護の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

子どもが健やかに成長するためには、子ども一人ひとりの人権が尊重されることが

大切であり、児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）や子どもの権利擁護につ

いて、地域や子どもたちの理解を深める取り組みを進めます。 

渋谷区LINE公式アカウントから連携して利用できる電子母子手帳「シブヤ母子健康

ノート」では、ユニセフの「子どもの権利条約のサイト」を紹介し、周知を図ってい

ます。 
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基本目標３ 子どもを産みやすい環境づくりの推進 

子育てについての不安や悩みを身近に相談できる環境の整備を進めるとともに、関

係機関との連携を強化し、専門的な相談や深刻な相談にも柔軟に対応できる相談体制

の構築を図ります。 

親子を対象としたものづくりや絵画等の子どもの感性を高める取り組みを進めるな

ど、子育てが楽しめる環境づくりの推進に努めるほか、乳幼児期から正しい食習慣の

指導や健康に関する情報提供を行うなど、親と子どもの健康づくりの推進に努めます。 

また、妊婦の分娩時に要する費用の助成など、各種経済的支援の充実を図ります。 

 

 

（１）身近な地域における子育て支援 ● ● ● ● ● ● ● 

子育て支援センターをはじめ、子育てひろば等において、子育て中の保護者が気軽

に相談できる体制を強化するとともに、専門的な相談に対応できるよう、関係機関と

の連携の強化を図ります。 

親子が自由に遊ぶ場を提供したり、子育てに関する相談や講座などを開催する「子

育てひろば」を区内各所に拡充するほか、子育てや育児の不安、地域での孤立感を解

消するための教室や講座である「パパ・ママ入門学級・育児学級」など、子育て中の

不安の解消や仲間づくりの促進等、身近な地域における子育ての支援を強化します。 

 

① 利用者支援 

子ども、またはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事

業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整

等を実施します。また、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見・共有、地域で必

要な社会資源の開発等に努めます。 

 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

母子家庭の場合、経済的な問題が、また父子家庭においては家事や子育てに不慣れ

なため、家庭生活においても多くの問題を抱えている場合があり、今後も引き続き、

ひとり親家庭の親と子が安心して暮らしていけるよう精神的、経済的な支援に関する

情報提供や相談体制の充実を図ります。 
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（３）子育て家庭への経済的支援 ● ● ● ● ● ● ● 

経済的な理由で子どもを産み育てることが困難な状況にならないよう、今後も引き

続き各種手当等の経済的支援を行うとともに、保護者ならびに子どもの生活支援、保

護者の就労支援等、経済的な困窮家庭に対する側面的な支援を充実します。 

また、子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、

すべての子どもが、心身ともに健やかに成長し、また教育の機会均等が補償され、夢

や希望を持つことが出来るよう、子どもの貧困の解消に向けた対策を総合的・効果的

に推進します。 

 

（４）安全・安心なまちづくり ● ● ● ● ● ● ● 

誰もが安全・安心に、そして快適に暮らせるまちづくりを目指し、子ども自らが危

険回避できる力を養うための防犯・防災教育や、警察、行政、保育園、学校、地域等

の連携や協力による防犯、交通事故対策等に今後も引き続き取り組み、危機管理を強

化します。また、不審者情報の発信や防犯用品の支給を行い、安全への意識を高める

事業を展開します。 
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基本目標４ 子どもの外遊びに対する理解向上への取り組み 

推進と遊び場の整備 

幼少期における屋外での身体を使った自由な遊びの体験は身体能力の向上はもちろ

んのこと、創造力や自主性、主体性、さらには様々な世代との交流を通して社会性や

コミュニケーション能力等の「生きる力」を育むことにつながります。そのため、子

どもが自由に安心して外遊びができるよう、プレーパーク事業を推進するとともに、

公園の維持管理・改良や、小学校の校庭や保育園の園庭開放など、遊び場の整備・確

保を進めます。あわせて、団体や事業者などと連携を図り、その大切さを発信するな

ど、外遊びに対する理解を高める取り組みも進めます。 

 

（１）子どもの遊び場の整備・充実 ● ● ● ● ● ● ● 

① プレーパーク事業 

冒険遊び場事業は、「子どもが自由な発想により自分の責任で遊ぶ」ことを基本理念

に、子どもたちが豊かな人間性や社会性を育み、個性を伸ばすとともに、地域の協働

を促しながら子どもを持つ親に向けた情報発信の拠点としての役割を担うことで、地

域の連帯やコミュニティの活性化に寄与することを目的としています。現在、はるの

おがわコミュニティパークで行っている冒険遊び場事業を他の公園でもできるよう事

業範囲を拡大していきます。 
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基本目標５ 子育てを地域で見守りを支える仕組みづくり 

地域の声や地域の様々な情報を収集し、地域の人々との出会いをつくったり、地域

のニーズに対して保育園等ができる活動とのマッチングを図るほか、地域と保護者及

び保護者同士の交流を促進させるなど、様々な役割を担う「地域子育てコーディネー

ター」の育成・活用を促進します。 

ファミリー・サポート・センター事業など、放課後や臨時的な保育ニーズに対応す

るために、地域の人材や組織、施設等を活用した取り組みを実施したり、地域で子育

て支援に取り組む人や関係団体、関係機関とのネットワークづくりを推進するなど、

地域ぐるみで子育て家庭をサポートする仕組みづくりを推進します。また、父親向け

の子育て教室などを実施することで、積極的に育児や家庭に参画し、ともに子育てを

担える地域づくりを推進します。 

 

（１）地域で支える子育て支援 ● ● ● ● ● ● ● 

保育園等において、地域の様々な人と子どもが関わることができるよう、「地域子育

てコーディネーター」の育成・活用を促進します。 

また、「こどもテーブル」を活用し、食事や学習ができる居場所づくりと保護者への

養育支援を地域ぐるみで行う環境整備を進めます。 

 

① ファミリー・サポート・センター事業 

主な活動内容は、一時預かり（サポート会員宅や公共施設、子育て支援センターな

ど）または、保育施設の送迎などを行っており、継続してサポート会員の講習会を実

施し、サポート会員の確保をしていきます。 

 

（２）男性の育児参加支援 ● ● ● ● ● ● ● 

男女共同参画社会の実現に向けた諸事業の実施を継続して推進するとともに、様々

な啓発活動などを通して、男性の子育て意識の醸成に向けたより一層の取り組みを進

めるとともに、各種講座や教室を開催し、積極的に育児や家庭に参画することを促進

します。 
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（３）仕事と子育ての両立の推進 ● ● ● ● ● ● ● 

仕事と子育てを両立する上で、保育サービスの充実に加え、育児休業が取得しやす

い職場環境、妊娠中や育児期間中の勤務軽減等、事業所における子育てへの支援が重

要になります。育児・介護休業法等の関係法制度について事業主・労働者等への情報

提供と普及啓発を積極的に進め、仕事と子育ての両立が図れる職場環境づくりのため

の取り組みを推進するとともに、仕事優先型の働き方の見直しや子育てしやすい職場

環境づくりを浸透、定着させることができるよう、区民に対する意識啓発を進めてい

きます。 

また、保護者が、産休・育休明けの希望する時期に円滑に教育・保育等を利用でき

るよう、利用者支援事業等を活用しながら、休業中の保護者に対して情報提供を行い

ます。 
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４ 施策の体系 
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［ 基本理念 ］ ［ 施策の方向性 ］ ［ 基本目標 ］ 

（１）地域で支える子育て支援 

（１）子どもの居場所づくりの推進 

（１）幼児期における教育・保育の充実 

（４）子育てと学校教育が円滑につながる 
ための、両者の連携支援 

（２）母子保健サービスの充実 

（３）配慮を必要とする子どもと家庭への支援 

（１）身近な地域における子育て支援 

（３）仕事と子育ての両立の推進 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

（３）子育て家庭への経済的支援 
（子どもの貧困対策含む） 

（４）安全・安心なまちづくり 

２ 妊娠期からの切
れ目のない子育
て支援の充実 

（１）相談支援、情報提供の充実 

４ 子どもの外遊び
に対する理解向
上への取り組み
推進と遊び場の
整備 

（２）就学前教育の充実 

（３）特別な支援が必要な子どもに対する教育・ 
保育の充実 

（４）子どもの権利擁護の推進 

（２）男性の育児参加支援 

１ 保育環境の 
整備・充実 

３ 子どもを産みや
すい環境づくり
の推進 

５ 子育てを地域で
見守りを支える
仕組みづくり 
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第４章 教育・保育の量の見込みと 

 確保方策、実施時期 
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１ 教育・保育提供区域の設定 

 

子ども・子育て支援法に基づく国の基本指針では、区市町村は量の見込みと確保方

策を設定する単位として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、現在の

教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設

の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、地域の実

情に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動するこ

とが可能な区域（以下「教育・保育提供区域」という。）

を定める必要があるとしています。 

教育・保育提供区域ごとに定める必要利用定員総数が、

今後の施設・事業整備量の指標となることや、利用者の選

択肢を居住区域の周辺のみならず、交通事情による利用者

の通園等の動線も考慮していく必要があることから、渋谷

区では区全域をひとつの教育・保育提供区域と設定しま

す。  

 

２ 量の見込みの算出について 

（１）基本の計算方法 ● ● ● ● ● ● ● 

「量の見込み」については、各事業の教育・保育提供区域ごとに、以下の計算式を

基本として算出を行いました。なお、本計画における算出プロセスは、国から示され

た『第二期市町村子ども・子育て支援事業計画における｢量の見込み｣の算出等の考え

方』（平成30年８月24日付 事務連絡 内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・

子育て支援担当。以下「考え方」という。）を基本としていますが、各市町村において

地方版子ども・子育て会議等における議論を経て、適切に判断いただきたい、とされ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

推計児童数 

潜在家庭類型割合 

利用意向率 

量の見込み 

× 

× 

‖ 

令和２年度～６年度における年齢区分別の児童数を住民基本台

帳人口から推計 

父母の就労状況や教育・保育の利用意向により、タイプＡ～Ｆま

での潜在家庭類型に分類 

潜在家庭類型ごとに、教育・保育事業の利用意向率を算出 

上記を掛け合わせて「量の見込み」を算出 
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【 「量の見込み」を算出する項目 】 
 

 対象事業       （認定区分） 対象年齢 

1 教育標準時間認定 
幼稚園 

認定こども園 １号認定 

３～５歳 

2 

保育認定 幼稚園 

２号認定 
保育認定 

認定こども園 

保育園 

3 保育認定 

認定こども園 

保育園 

地域型保育 
３号認定 ０～２歳 

 対象事業 対象児童 

4 時間外保育事業 ０～５歳 

5 放課後児童健全育成事業（放課後クラブ） １～６年生 

6 
子育て短期支援事業 

（ショートステイ） 

０～５歳 

１～６年生 

7 地域子育て支援拠点事業 ０～２歳 

8 

一時預かり事業（在園児型の一時預かり） ３～５歳 

       （その他） ０～５歳 

9 病児保育事業 
０～５歳 

１～６年生 

10 
子育て援助活動支援事業 

（ファミリー・サポート・センター事業） 

０～５歳 

１～３年生 

 

地域子ども・子育て支援事業には、上記以外に、「利用者支援事業」、「妊婦健康診査」、

「乳児家庭全戸訪問事業」、「養育支援訪問事業等」、「実費徴収に係る補足給付を行う

事業」、「多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業」があります。ニ

ーズ調査に基づき、量を見込むものではありませんので、国の動向や渋谷区の実情を

踏まえ、今後の方向性を明記します。 
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（２）推計児童数 ● ● ● ● ● ● ● 

推計児童数は、住民基本台帳による行政地区別・年齢別人口（平成27～31年、各

年４月１日現在）を使用し、推計を行いました。 

推計の手法としては、本計画の人口推計が行政地区という狭い単位をべ一スとして

おり、推計期間も比較的短いことから、より正確な推計が可能と考えられる「コーホ

ート変化率法」を採用しています。 

 

単位：人 

年齢 令和２年 令和３年度 令和４年 令和５年 令和６年 

０歳 2,020 2,025 2,031 2,037 2,043 

１歳 1,883 1,982 1,987 1,993 1,999 

２歳 1,875 1,811 1,906 1,911 1,917 

３歳 1,860 1,822 1,759 1,852 1,857 

４歳 1,876 1,830 1,793 1,730 1,822 

５歳 1,736 1,877 1,831 1,794 1,731 

６歳 1,685 1,722 1,862 1,817 1,779 

７歳 1,567 1,687 1,724 1,863 1,820 

８歳 1,548 1,567 1,687 1,724 1,863 

９歳 1,466 1,552 1,571 1,691 1,728 

10歳 1,460 1,472 1,558 1,577 1,698 

11歳 1,381 1,465 1,477 1,564 1,583 

 

※コーホート変化率法：同年または同期間の過去における実績人口の動態から「変化率」を求め、

それに基づき将来人口を推計する方法。 
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（３）潜在家庭類型 ● ● ● ● ● ● ● 

家庭類型は、ニーズ調査で把握した父母の「現在の就労状況」と「将来の就労希望」

を踏まえ分類を行いました。なお、「量の見込み」の算出に当たっては、「現在の就労

状況」だけではなく、「将来の就労希望」を踏まえた「潜在家庭類型」を基本としてい

ます。 

         母親 

 

 

父親 

ひとり親 

フルタイム

就労 

（産休・育

休含む） 

パートタイム就労（産休・育休含む） 

未就労 120 時間 

以上 

120 時間未

満 64 時間

以上 

64 時間 

未満 

ひとり親 タイプＡ       

フルタイム就労 

（産休・育休含む） 

 

タイプＢ タイプＣ タイプＣ’ 

タイプＤ 
パートタイ

ム就労（産

休・育休含

む） 

120 時間以上 
 

タイプＣ タイプＥ 

 

120 時間未満

64 時間以上 

 

タイプ

Ｃ’ 
 

64 時間未満 

未就労 タイプＤ タイプＦ 

 

 

 

 
タイプＡ ：ひとり親家庭（母子または父子家庭） 

タイプＢ ：フルタイム共働き家庭（両親ともフルタイムで就労している家庭） 

タイプＣ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月 120 時間以上＋下限時

間～120 時間の一部） 

タイプＣ’ ：フルタイム・パートタイム共働き家庭（就労時間：月下限時間未満＋下限時

間～120 時間の一部） 

タイプＤ ：専業主婦（夫）家庭 

タイプＥ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：双方が月 120 時間以上＋下限時間～120

時間の一部） 

タイプＥ’ ：パートタイム共働き家庭（就労時間：いずれかが月下限時間未満＋下限時間

～120 時間の一部） 

タイプＦ ：無業の家庭（両親とも無職の家庭） 

※育児・介護休業中の方もフルタイムで就労しているとみなして分類しています。 

 

 

 

 

  

保育の必要性あり 保育の必要性なし 

タイプＥ’ 
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３ 各年度における教育・保育の量の見込み並びに提供体制の確保の内容及びその実施時期 

（１）幼稚園、保育所、認定こども園の概要 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

幼稚園 

義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を教育・保育し、幼児の

健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身を助長することを目的としてい

ます。 

 

保育所 

保護者が日中就労や疾病等により、就学前児童の保育の必要性が認められる場合に、

保護者に代わり保育を実施します。 

 

認定こども園 

幼稚園、保育所の機能を備え、就学前の教育、保育、子育て支援サービスを総合的

に提供します。 

 

地域型保育事業 

    近接の保育園等を連携施設として、０歳～２歳児クラスの児童を保育する小規模保

育等を実施しています。 

 

【現状】 

○区立幼稚園：３園   ○区立幼保一元化施設：２園 

○私立幼稚園：15園  ○保育所：区立保育園18園、私立保育園31園 

○保育所型認定こども園：10園 

○地域型保育事業所 小規模保育：２園、居宅訪問型保育事業：２事業者 

     

【今後の方向性】 

○ 私立幼稚園は、15園中新制度園（施設型給付園）に移行している園は３園とな

っており、１園が令和２年度に移行予定です。区の確認を受けた施設、事業の

利用にあたって財政支援を保障しています。 

喫緊の課題である待機児童の解消に向けては、育休明けの保育ニーズに着実

に対応できるよう配慮しつつ、不足が見込まれる0歳児～２歳児については、認

可保育所等の拡充で確保を図ります。 
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（２）施設整備計画の実績 ● ● ● ● ● ● ● 

                             （箇所） 

施設整備 
平成 27 
年度 

平成 28 
年度 

平成 29 
年度 

平成 30 
年度 

平成 31 
年度 

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園 2 0 1 0 0 

保育所 2 2 6 7 5 

認定こども園 0 1 2 1 0 

現行の就園

奨励費を受

ける幼稚園 

上記に該当し

ない 
▲2 0 ▲1 0 0 

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭

的、居宅訪問

型、事業所内保

育 

0 0 3 0 1 

認可外保育施設 4 ▲1 2 2 0 

提供量合計 6 2 13 10 6 

 
※各年度の４月１日～３月 31 日の間の増減数 

※「現行の就園奨励費を受ける幼稚園」は、新制度において施設型給付費の支給対象施設として確認を受けない施設のこと 

※認可外保育施設の施設数は、区が補助している認可外保育施設の数。（認証保育所含む） 

 

（３）定員確保計画 ● ● ● ● ● ● ● 
 

【令和２年度】                          （人） 

定員の確保策 

令和２年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望 

３歳以上保育が必要 
１・２歳
保育が必

要 

０歳保育が
必要 

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

（参考）児童数推計 5,472 3,758 2,020 

ニーズ量の見込み 1,738 303 3,170 2,425 641 

提供量（確保方策）  

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 
911 3,164 2,014 456 

現行の就園奨励費

を受ける幼稚園 
上記に該当しない 1,340 － － － 

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的、居

宅訪問型、事業所内

保育 

－ － 55 21 

認可外保育施設 － 97 369 165 

提供量合計 2,251 3,261 2,438 642 

過不足分（提供量－ニーズ量） 210 91 13 1 
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【令和３年度】                          （人） 

定員の確保策 

令和３年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望 

３歳以上保育が必要 
１・２歳
保育が必

要 

０歳保育が
必要 

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

（参考）児童数推計 5,529 3,793 2,025 

ニーズ量の見込み 1,756 306 3,424 2,478 663 

提供量（確保方策）  

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 
911 3,413 2,137 489 

現行の就園奨励費

を受ける幼稚園 
上記に該当しない 1,340 － － － 

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的、居

宅訪問型、事業所内

保育 

－ － 55 21 

認可外保育施設 － 97 369 165 

提供量合計 2,251 3,510 2,561 675 

過不足分（提供量－ニーズ量） 189 86 83 12 

 

【令和４年度】                          （人） 

定員の確保策 

令和４年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望 

３歳以上保育が必要 
１・２歳
保育が必

要 

０歳保育が
必要 

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

（参考）児童数推計 5,383 3,893 2,031 

ニーズ量の見込み 1,710 298 3,375 2,543 665 

提供量（確保方策）  

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 
911 3,524 2,137 489 

現行の就園奨励費

を受ける幼稚園 
上記に該当しない 1,340 － － － 

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的、居

宅訪問型、事業所内

保育 

－ － 55 21 

認可外保育施設 － 97 369 165 

提供量合計 2,251 3,621 2,561 675 

過不足分（提供量－ニーズ量） 243 246 18 10 
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【令和５年度】                          （人） 

定員の確保策 

令和５年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望 

３歳以上保育が必要 
１・２歳
保育が必

要 

０歳保育が
必要 

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

（参考）児童数推計 5,376 3,904 2,037 

ニーズ量の見込み 1,708 298 3,370 2,551 667 

提供量（確保方策）  

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 
911 3,592 2,137 489 

現行の就園奨励費

を受ける幼稚園 
上記に該当しない 1,340 － － － 

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的、居

宅訪問型、事業所内

保育 

－ － 55 21 

認可外保育施設 － 97 369 165 

提供量合計 2,251 3,689 2,561 675 

過不足分（提供量－ニーズ量） 245 319 10 8 

 

【令和６年度】                          （人） 

定員の確保策 

令和６年度 

１号 ２号 ３号 

３歳以上
教育希望 

３歳以上保育が必要 
１・２歳
保育が必

要 

０歳保育が
必要 

幼児期の学校
教育の利用希
望が強い 

左記以外 

（参考）児童数推計 5,410 3,916 2,043 

ニーズ量の見込み 1,719 300 3,391 2,558 669 

提供量（確保方策）  

特定教育・ 

保育施設 

幼稚園、保育所、 

認定こども園 
911 3,630 2,137 489 

現行の就園奨励費

を受ける幼稚園 
上記に該当しない 1,340 － － － 

特定地域型 

保育事業 

小規模、家庭的、居

宅訪問型、事業所内

保育 

－ － 55 21 

認可外保育施設 － 97 369 165 

提供量合計 2,251 3,727 2,561 675 

過不足分（提供量－ニーズ量） 232 336 3 6 
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（１）保育園時間外保育事業（延長保育） ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保育認定を受けた子どもについて、認可保育所や認定こども園等で、通常の保育時

間を超えて延長して保育を実施する事業です。 

    【現状】 

通常保育の利用者に対し、11 時間の開所時間を超えて保育を実施していますが、 

 保護者の希望（保育終了時間・利用希望者数）と、利用する保育所の時間外保育の実

施状況（時間外保育の実施時間・定員）が合致しない場合があります。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

利 用 者 数 360 人 450 人 433 人 461 人 488 人 

実 施 箇 所 数 34 か所 37 か所 46 か所 54 か所 59 か所 

 

【今後の方向性】 

保護者の保育終了時間の希望と、利用する保育所の時間外保育の実施時間とが合致

するよう利用者支援を行います。 

今後５年間の計画の中で認可保育所等の新設を行い、受け入れを確保します。 
 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニ ー ズ 量 553 人 558 人 556 人 556 人 559 人 

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
62 か所 67 か所 67 か所 67 か所 67 か所 

提 供 量 553 人 558 人 556 人 556 人 559 人 

過 不 足 

（提供量－ニーズ量） 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 
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（２）放課後クラブ事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

 放課後クラブでは、児童が安全な環境の下で、充実した放課後の時間を過ごすた

めに、地域の教育資源等を活用した文化的活動やスポーツ活動など、多様な体験・

活動を行うとともに、宿題や反復学習による学習習慣の定着を図るために学習活動

を行い、児童へ“豊かな放課後”を提供することを目指しています。 

【現状】 

 渋谷区では「新・放課後子ども総合プラン」にのっとり、放課後児童健全育成事

業と放課後子供教室事業を一体的に運営しています。全ての区立小学校内に「放課

後クラブ」を設置し、保護者の就労状況にかかわらず、希望する児童を受け入れて

います。 

保護者が就労等をしている児童を B 会員、それ以外を A 会員と呼びます。放課後

児童健全育成事業の対象となる B 会員は、特別延長を利用すれば最大 19 時 30 分ま

で利用できます（土曜は 18時まで）。 

児童は宿題や反復学習のほか、校庭や体育館等で遊んだり、クラブ室で読書やゲ

ームをしたり、指導員が企画した様々なクラブ事業に参加するなどして放課後の時

間を過ごします。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

実 施 箇 所 数 
（ 確 保 方 策 ） 18 か所 18 か所 18 か所 18 か所 18 か所 

提 供 量 
（うち B 会員） 

3,772 人

（2,258 人） 

4,028 人

（2,461 人） 

4,121 人

（2,658 人） 

4,306 人

（2,795 人） 

4,391 人

（2,971 人） 

  

 【今後の方向性】 

        今後も登録児童数の増加が見込まれるため、引き続き学校と緊密に連携し学校

施設の活用に努めます。また、多様化するニーズに応えるため企業や NPO法人、

地域の団体等へ協力を求めるなどして、クラブ事業の拡充を図ります。 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニ ー ズ 量 
（ １ ～ ４ 年 ） 

3,930  

(2,650) 

4,050  

(2,770) 

4,180  

(2,900) 

4,290  

(3,010) 

4,360  

(3,080) 

ニ ー ズ 量 
（ ５ ～ ６ 年 ） 

677  

(457) 

708  

(488) 

721  

(501) 

740  

(520) 

756  

(536) 

計 
4,607  

(3,107) 

4,758 

(3,258) 

4,901  

(3,401) 

5,030  

(3,530) 

5,116  

(3,616) 
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 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
18 か所 18 か所 18 か所 18 か所 18 か所 

提 供 量 

（うち B 会員） 

4,607  

(3,107) 

4,758  

(3,258) 

4,901 

(3,401) 

5,030  

(3,530) 

5,116  

(3,616) 

過 不 足 

（提供量－ニーズ量） 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

0  

(0) 

（ ）：うち B会員児童数  

※令和 6年度までのニーズ量の見込みは、令和元年度の登録児童数に教育人口推計の

指数を乗じて算出しています。 

 

（３）子育て短期支援事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

保護者の出張、疾病、出産等の理由により、一時的に子どもの養育ができない場合

に、区が委託した施設等において、養育を行っています。 
 

○ 宿泊型一時保育サービス（ショートステイ）事業 

保護者が、入院、看護、出張等の社会的な事由によって家庭における乳幼児・

児童の養育が一時的に困難になった場合に、乳児院、児童養護施設及び協力家

庭において乳幼児・児童を預かっています。（原則として月 1回 7日以内） 

 

【現状】 

  ０歳児から１歳児までは乳児院の利用となっていますが、乳幼児の特性上、感 

染症が発生する確率が高く、利用に制限があったり、子どもを預ける際に発熱な 

どで預かることができず、利用直前で断わらざるを得ない場合があります。 

２歳児以上の場合のショートステイについては、学校がない土日祝日に利用ニ 

ーズが集中し、利用できない場合があります。 

（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

実施箇所数 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 

赤ちゃんショ

ー ト ス テ イ 
62 日 19 日 47 日 89 日 ― 

子どもショ

ートステイ 
87 日 73 日 156 日 196 日 ― 

利 用 数 149 日 92 日 203 日 285 日 ― 
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【今後の方向性】 

ショートステイを利用し、当該家庭が安定的な生活及び養育環境を確保し、地域で

継続的な支援が受けられるように、時代や社会のニーズに即したサービスを整えてい

きます。 

 
（年間） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニ ー ズ 量 201 人日 203 人日 202 人日 202 人日 203 人日 

実 施 箇 所 数 

（確保方策） 
4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 4 か所 

提 供 量 2,190 日 2,190 日 2,190 日 2,190 日 2,190 日 

過 不 足 

（提供量－ニーズ量） 
1,989 日 1,987 日 1,988 日 1,988 日 1,987 日 

 

（４）地域子育て支援拠点事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

乳幼児とその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情

報の提供、助言その他の援助を行う事業です。 

 

【現状】 

区では、地域子育て支援拠点事業として、子育て支援センター等９か所、私立保育

所 1園、認定こども園９園、かぞくのアトリエで、乳幼児からその保護者等までを対

象とした各種事業（子育てひろば、子育て相談、子育て教室等）を展開しています。 

   ０歳児からの保育園入所者が増え、習い事やプレスクールの多様化により、子育て支

援センターの平日の利用層は低年齢化しています。ネウボラ事業の開始に伴い、時世や

実情に合わせた相談事業や子育て教室の企画が必要です。 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

子育て支援セ

ン タ ー 
128,127 人 140,575 人 134,673 人 136,030 人 134,852 人 

子育てひろば   32,637 人 37,841 人 35,240 人 

保 育 園 ・ 

認定こども園 
6,040 人 6,327 人 7,435 人 6,624 人 7,045 人 

か ぞ く の 

ア ト リ エ 
26,681 人 26,984 人 30,770 人 31,562 人 28,999 人 
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 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

合 計 160,848 人 173,886 人 205,515 人 212,057 人 206,136 人 

実 施 箇 所 数 13 か所 15 か所 18 か所 19 か所 19 か所 

 

【今後の方向性】 

在宅子育て家庭に対する支援が必要です。 

既存の保育所、幼稚園の活用や新設の保育所等が子育て支援の場を提供することに

よって確保方策を増やしていきます。なお、令和３年度に神南分庁舎跡地施設に地域

子育て支援拠点を設置する予定です。 

 
（年間） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニ ー ズ 量 230,727 人回 232,324 人回 236,557 人回 237,236 人回 237,955 人回 

実 施 箇 所 数 

（確保方策） 
19 か所 20 か所 20 か所 20 か所 20 か所 

 

（５）幼稚園における一時預かり事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

通常の教育時間の前後に、保護者の要請に応じて、希望する者を対象に実施する事

業です。一部の私立幼稚園では長期休業期間中にも実施しています。 

 

【現状】 

現在区立３園（臨川幼稚園、広尾幼稚園、本町幼稚園）で実施しています。その他、

私立幼稚園 14園で実施しています。 

ニーズに対応するため、保育人材の確保が求められます。 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

年 延 べ 

利 用 者 数 
43,460 人日 43,752 人日 44,044 人日 44,317 人日 44,599 人日 

実施箇所数 16 か所 16 か所 17 か所 17 か所 17 か所 

 

【今後の方向性】 

幼稚園における預かり保育については、私学助成による事業の継続とともに、一時
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預かり事業への移行についても、円滑な事業実施が可能となるようにします。 

 
（年間） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニーズ量（幼稚園に

おける一時預かり） 
34,890 人日 35,323 人日 34,413 人日 34,426 人日 34,547 人日 

ニーズ量（２号認定

の幼稚園の定期的

利 用 ） 

67,620 人日 68,458 人日 66,696 人日 66,721 人日 66,955 人日 

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
17 か所 17 か所 17 か所 17 か所 17 か所 

提 供 量 102,510 人日 103,781 人日 101,109 人日 101,147 人日 101,502 人日 

過 不 足 

（ 提 供 量 － ニ ー ズ 量 ） 
0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

  

（６）保育園、ファミリー・サポート・センター等における一時預かり事業 ● ●  

【事業概要】 

幼児を認可保育所その他の場所において、一時的に預かる事業です。 

 

【現状】 

平成 27 年度は、11箇所で実施をしていましたが、実施施設数を増やし、現在

16箇所（区立保育園５か所、私立保育園・認定こども園 11か所）で実施していま

す。 

区立保育園では、平成 30年度から、Web申込を導入しました。今後も、受付から

利用調整、利用者への決定連絡が効率的かつ正確に行われるよう園と連携していく必要

があります。 

（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

提 供 量 

（ 件 数 ） 
14,725 件 20,032 件 20,221 件 19,512 件 20,173 件 

実施個所数 11 箇所 12 箇所 12 箇所 13 箇所 14 箇所 

 

【今後の方向性】 

在宅で育児をする保護者を支援する体制を充実することは必要です。 

新規開設施設等での一時預かり事業の拡充を調査・検討します。 
（年間） 
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 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

量 の 見 込 み 

（保育所等） 
22,604 人日 22,793 人日 22,783 人日 22,810 人日 22,910 人日 

実 施 箇 所 数 15 箇所 15 箇所 15 箇所 16 箇所 16 箇所 

確
保
方
策 

一時預かり事業 

（幼稚園型を除

く） 

17,700 人 17,700 人 17,700 人 18,880 人 18,880 人 

子育て援助活動

支援事業（病

児・緊急対応強

化事業を除く） 

5,070 人 5,070 人 5,070 人 5,070 人 5,070 人 

過 不 足 

（確保方策－量の見込み） 
166 人 ▲23 人 ▲13 人 1,140 人 1,040 人 

 

（７）病児・病後児保育事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

病気や病気回復期の児童で、保育園に登園することができず、保護者が就労等の理

由により保育できない場合に、病児保育施設でお子さんをお預かりする施設型病児保

育事業や、自宅でベビーシッターを利用した際の利用料金の助成を実施しています。 

 

【現状】 

平成 29 年 10 月より「病児保育室フローレンス初台」を開設し、施設型の病児保

育事業を開始しました。事業開始当初から多くの保護者が登録、利用をしていますが、 

   定員を超える利用希望があり、利用したくても利用できない方が多くいます。 

病児病後児ベビーシッター利用費助成事業については、平成２９年に助成上限額を

年額 50,000円から 100,000 円に増額しました。利用者も年々増加しており、徐々

に制度が浸透していますが、ベビーシッター利用料金が高額で、保護者負担が大きく

なっています。 
（年間） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

延 べ 利 用 者 数 279 人 342 人 764 人 1,420 人 
1,537 人 

(見込み) 

実 施 箇 所 数 0 か所 0 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

 

【今後の方向性】 
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施設型病児保育事業は、定員を超える利用希望があり、利用したくても利用できな

い方が多くいます。定員や施設を増やすなど需要に応えることのできる体制づくりに

ついて、調査・検討します。 

病児病後児ベビーシッター利用費助成事業は、ベビーシッターの利用料金が高額で、

保護者負担が大きいことから、今後も引き続き制度周知を進めていくとともに、申請

手続き等、利用しやすい環境を整えていくことが必要です。また、低所得者層への助

成金の増額についても検討します。 
 

（年間） 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニ ー ズ 量 1,804 人日 1,819 人日 1,813 人日 1,815 人日 1,823 人日 

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
1 1 1 ２ ２ 

提 供 量 1,779 1,779 1,779 2,829 2,905 

過 不 足 

（提供量－ニーズ量） 
▲25 ▲40 ▲34 1,014 1,082 

 

（８）ファミリー・サポート・センター事業 ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

育児の援助を依頼したい人と協力したい人が会員となり、有償で子どもを自宅で預

かる相互援助活動組織で、各地域での相互援助活動による子育て及び見守りを通じて、

地域力を高め、各家庭の多様な育児ニーズへの対応及び支援を実施することを目的と

しています。 

ファミリー会員はおおむね生後6ヵ月から小学校３年生までの子どもを持つ保護者

です。 

※ファミリー会員登録は、小学３年生まで。会員更新手続き（年１回）を行うと小学６年生ま

で利用可能。 

 

【現状】 

  主な活動内容は、一時預かり（サポート会員宅や公共施設、子育て支援センター

など）または、保育施設の送迎などです。 

  渋谷区ファミリー・サポート・センターは、ファミリー会員 1,018名、サポー

ト会員 166 名、両方会員７名（平成 31年３月末現在）の方が会員登録をしてい

ますが、コーディネートが出来た割合は７割となっており、さらに利用出来る割合

を高めることが求められています。 



 

 
67 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

提 供 量 

（ 件 数 ） 
6,214 件 5,618 件 4,926 件 4,771 件 ― 

ファミリー会員数 1,167 人 1,196 人 1,165 人 1,018 人  932 人 

サ ポ ー ト 会 員 数 165 人  167 人  173 人  166 人    167 人 

両 方 会 員 11 人 7 人 8 人 7 人 7 人 

 

【今後の方向性】 

当該計画の基本的な考え方に掲げる「地域での支え合いの視点」として、ネウボラ

体制の中で、人々が相互に関わり合うことができるような地域を目指した、子育てを

支える仕組みの一つとして位置付けており、今後の事業の継続性及び地域力の強化を

図るため、継続してサポート会員の講習会を実施するなど、さらなるサポート会員の

確保をしていきます。 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

ニ ー ズ 量 4,487 人日 4,663 人日 4,867 人日 5,043 人日 5,159 人日 

提 供 量 5,070 人 5,070 人 5,070 人 5,070 人 5,070 人 

過 不 足 

（提供量－ニーズ量） 
583 人 407 人 203 人 27 人 ▲89 人 

 

（９）利用者支援事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

子ども、またはその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事

業等の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整

等を実施する事業です。 

一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる地域社会の実現に寄与するた

め、子ども及びその保護者等、または妊婦その選択に基づき、多様な教育・保育施設

や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう、必要な支援を行うことを目的と

します。 

 

【現状】 

「渋谷区子育てネウボラ」事業のコンセプトに基づき、妊娠期から切れ目のない子
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育てに関する相談、情報提供を関連機関において行い、必要なサービスにつなぐ支援

業務を実施しています。 

令和元年度からは、「渋谷区子育て世代包括支援センター」事業を開始し、各保健相

談所、子ども家庭支援センター、子ども発達相談センターが連携して母子保健型の利

用者支援事業を実施しています。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

実 施 箇 所 数 

（確保方策） 
10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 10 か所 

 

【今後の方向性】 

令和 3 年度に開設予定の神南分庁舎跡地複合施設（仮称）で「渋谷区子育てネウボ

ラ」事業をさらに充実していきます。具体的には、利用者ニーズに沿った地域子育て

支援拠点を新たに開設し、既存の子育て支援センターの拠点施設として位置付けます。

また、同じ建物内にある中央保健相談所、子ども家庭支援センター、子ども発達相談

センターと連携し、母子保健型利用者支援事業を実施する「渋谷区子育て世代包括支

援センター」事業と一体的に、さらに充実した利用者支援を目指します。 

 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

実 施 箇 所 数 

（ 確 保 方 策 ） 
11 か所 12 か所 12 か所 12 か所 12 か所 

 

（10）妊婦健康診査 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

母子保健法第 13 条に基づき、妊婦及び胎児の健康増進、妊婦の生活習慣改善を目

的として健康診査を行い、その健康管理等に努める事業です。 

 

【現状】 

妊娠届を提出した方に母子健康手帳とともに妊娠健康診査受診票（14回）、超音波

検査受診票（1 回）及び子宮頸がん検診受診票（1 回）を交付し、健康診査費用の一

部を助成しています。 

     

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31 年度 

(見込み) 

助成回数（延べ） 31,108 回 31,871 回 32,800 回 31,178 回 32,515 回 
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【今後の方向性】 

早期に妊娠届を提出することを促すとともに、健診費用の一部助成があることを周

知し、また、母子共に安全安心な出産を目指します。 

    未受診を防ぐため、妊娠初期にあたる妊娠届出時に健診の重要性や助成制度の周

知をさらに図っていきます。そのためには、平成 31 年度から開始した「妊婦全数

面接」（保健師等が妊婦と面接し、妊婦の不安・悩みに対し傾聴や助言をしたり、子

育て情報を提供したりする事業）の面接機会を有効に活用し、妊婦健康診査につい

てより深い理解につながるよう取り組むことが必要です。 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

推 計 値 32,683 回 32,723 回 32,827 回 32,930 回 33,034 回 

実 施 体 制 

（ 確 保 方 策 ） 

都内の医療機関で妊婦健康診査を受診する場合、妊娠届出時に交付される

妊婦健康診査受診票を使用することで、費用の負担の軽減を受けることが

できます。 

また、助産所や都外の医療機関で妊婦健康診査を受診する場合は、出産後

に区に申請手続を行うことで、負担した費用の一部の償還を受けることが

できます。 

 

（11）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業） ● ● ● ● ●  

【事業概要】 

生後４か月までの乳児がいるすべての家庭を訪問し、乳児及びその保護者の心身

の状況ならびに養育環境の把握を行い、子育てに関する情報提供を行うとともに、

支援が必要な家庭に対して適切なサービスの提供に結びつける事業です。 

 

【現状】 

すべての乳児家庭を生後 4か月までに保健師または助産師が訪問し、乳児とそ

の保護者の心身の状況や養育環境の確認及び、子育て情報の提供を行っています。 

訪問率は、９割以上を維持していますが、一方で、自宅に訪問員が入ることや、

虐待を疑われることに敏感な保護者に対して、十分なサービス提供・介入が難しい

状況となっています。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31 年度 

（見込） 

出 生 数 2,186 人 2,065 人 2,090 人 1,989 人 2,083 人 

訪 問 数 

(新生児訪問込) 
1,975 人 2,026 人 1,997 人 1,952 人 1,950 人 
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 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 
平成 31 年度 

（見込） 

訪 問 率 90.3％ 98.1％ 95.6％ 98.1％ 93.6％ 

 

【今後の方向性】 

核家族化により孤立しやすい保護者が不安に陥らず、安心して子育てができるよ

う引き続き全戸訪問に努めていきます。 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

推 計 値 1,922 人 1,927 人 1,933 人 1,939 人 1,944 人 

実 施 体 制 

（ 確 保 方 策 ） 

・各保健相談所   保健師  23 人 

・委託契約     助産師、保健師、看護師  26 人 

 

（12）養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 ● ● ● ● 

【事業概要】 

① 養育支援訪問事業（にこにこママ） 

妊娠している人や２歳未満の乳幼児を養育している人で、日常生活において家事や

育児などに支障があるときに、育児支援ヘルパー（シッター）の派遣を行います。 

平成 30 年度から対象者を１歳未満から２歳未満まで拡大しました。平成 31 年度

（令和元年度）からは、ネウボラ体制をスタートさせ、妊婦全数面接を実施し、その

際、支援希望者には登録の手続きの案内を行い、保護者の養育負担軽減等を図ってい

ます。 

 

② 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るた

め、調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク

機関間の連携強化や地域住民への周知を図る取り組みを実施する事業です。 

 

【現状】 

乳幼児の養育に対し家庭内での支援を求めることが困難な状況にある場合、育児支

援ヘルパーを派遣することで乳幼児を養育する方の負担を軽減しています。 

ネウボラ体制の開始による妊婦全数面接の実施や、保護者の養育負担軽減等による

利用に係る需要が高くなっていることを背景に、引き続き、安定的な供給を図る必要
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があります。 

 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

派 遣 決 定 数 272 人 222 人 248 人 300 人 ―人 

実 施 体 制 
・子ども家庭支援センター相談員 10 人 

・委託契約 育児支援ヘルパー派遣事業者 

 

【今後の方向性】 

利用に係る需要は右肩上がりで伸びている状況です。その一方で、その需要に対応

する安定的な供給を図る必要があるため、新規事業者の掘り起こし等を行っていきま

す。 

調整機関職員や要保護児童対策地域協議会構成員が資質向上を図る研修を受講する

とともに、児童虐待防止につながる子育て支援等についての事業を展開し地域住民へ

の周知を図ります。 

 

 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 

推 計 値 296 人 304 人 304 人 305 人 306 人 

実 施 体 制 

（ 確 保 方 策 ） 

需要に対応するための供給数の確保のため、新規事業者の掘り起こし及び委

託料の値上げ等で事業者の安定的な供給確保を計画する。 

 

（13）実費徴収に係る補足給付を行う事業 ● ● ● ● ● ● ● 

【事業概要】 

〇副食材料費に係る費用に対する補助 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。）第３０条の５第３項に規定する

施設等利用給付認定保護者のうち、子ども・子育て支援法に移行していない私立幼稚

園に在籍する年収360万円未満または所得に関わらず、第3子以降の世帯に対して、

当該保護者が支払うべき実費徴収のうち副食材料費に係る費用に対する補助をおこな

う事業です。 

 

【現状】 

子ども・子育て支援法に移行していない私立幼稚園では、園ごとに副食費として実

費徴収を行っています。年収 360 万円未満または所得に関わらず、第 3 子以降の世

帯に対して、月額 4,500円（上限）の補助を行います。 
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【今後の方向性】 

引き続き、このような方々の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、も

って全ての子供の健やかな成長の支援に努めていきます。 

（14）多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 ● ● ● ●  

 

【事業概要】 

待機児童解消加速化プランによる保育の受け皿拡大や子ども・子育て支援新制度の

円滑な施行のためには、多様な事業者の能力を生かしながら、保育所、地域型保育事

業等の整備を促進していくことが必要です。 

しかしながら、新たに整備・開設した施設や事業が安定的、かつ継続的に事業を運

営し、利用者の信頼関係を築いていくためには、一定期間必要であることから、新規

事業者が事業を円滑に運営していくことができるよう、支援、相談・助言、さらには、

他の事業者の連携施設のあっせん等を行います。 

 

 

【平成 27年度から平成 31年度までの実施状況】 

〇多様な主体による保育所等の整備 

・保育所 22施設  ・認定こども園 4施設  ・地域型保育事業 3 事業 

 

〇多様な主体の内訳 

・社会福祉法人 6法人  ・特定非営利活動法人 2法人 ・株式会社 10法人 

 

〇地域型保育事業の連携施設のあっせん １件 

 

 

【今後の方向性】 

今後、新規事業者の参入があった場合には、その提案する事業について、個々に必

要性を精査し待機状況を踏まえ検討します。 
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４ 幼児期の学校教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する体制の確保に関する事項 

幼児期の教育・保育を担う幼稚園及び保育所には、すべての子どもが健やかに成長

するよう良質かつ適切な支援が求められます。 

幼児期の教育・保育は、「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こど

も園教育・保育要領」において、整合が図られています。 

さらに、渋谷区幼児教育プログラムを策定し、乳児期から小学校就学前まで、教

育・保育や発達の連続性を考慮するとともに、小学校への円滑な接続が行えるよう

に、すべての子どもに平等に質の高い教育・保育を提供できるようにし、関係職員の

資質向上のための研修、交流等の連携をしています。 

その上で、認定こども園については、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、柔軟に子

どもを受け入れられる施設であることから、新たな設置について、利用者ニーズや施

設・設備等の状況を踏まえて、検討を行っていきます。 

 

 

５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容に関する事項 

国の施策として幼児教育・保育の無償化を実施するため、子ども・子育て支援法が

改正され、令和元年 10月 1日に施行されました。この改正により、従来から子ど

も・子育て支援新制度における「子どものための教育・保育給付」により給付対象と

されていた幼稚園、保育所等の保育料が無償化されるほか、これまで法に位置づけさ

れていなかった新制度に移行していない幼稚園や認可外保育施設、幼稚園預かり保育

等を利用した際の利用料に対する給付制度が「子育てのための施設等利用給付」とし

て創設されることとなりました。 

そのため、この新たな給付については、特定子ども・子育て支援施設等の運用に支

障がないよう必要な様式や給付方法等について定めました。また、特定子ども・子育

て支援施設等の確認や公示、指導監督等の法に基づく事務の執行や権限の行使につい

て認可外保育施設の監査状況等の情報提供を都に依頼する等、都と連携して実施しま

す。 
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第５章 計画の推進に向けて 
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１ 施策の実施状況の点検 

計画の適切な進行管理を進めるために、庁内関係各課を中心に具体的施策の進行状

況について把握するとともに、「子ども・子育て会議」にて、施策の実施状況について

点検、評価し、この結果を公表するとともに、これに基づいて対策を実施するものと

します。 

なお、「教育・保育及び地域子ども子育て支援事業

の量の見込みと確保方策」については、年度ごとにニ

ーズ量と確保方策を示していることから、実施状況

について年度ごとに進捗状況を管理し公表します。

利用者の動向等を鑑みながら、翌年度の事業展開に

活かしていくものとします。 

また、計画の見直しや国の動向等で、区民生活に影

響を及ぼすと判断される事由が発生した時は、パブ

リックコメント（意見公募）を実施するとともに、広

報やホームページで周知します。 

 

 

 

２ 国・都等との連携 

計画に掲げる取り組みについては、区が単独で実施できるもののほかに、制度や法

律に基づく事業もあるため、国や都、近隣区との連携を深め、必要に応じて協力要請

を行い、計画を推進します。 

 

３ 区民・関係機関との連携 

計画を推進していくためには、行政組織、民生委員・児童委員協議会や関係団体等

との連携、そして、地域の方たちの協力と参加が必要です。そのため、区民や関係機

関に対して積極的に情報提供をしていくとともに、区と各種団体、地域住民との連携

を図ります。区は子育てに対する多様化するニーズに対応していくため、保育士、教

員、保健師などの子育てに関わる専門職員だけでなく、ボランティアなど、子育て支

援を担う幅広い人材の確保・育成に努め、幅広い連携を図りながら、地域資源を活か

した子育て支援の充実を図ります。 
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１ 渋谷区の子ども・子育て支援施策 
 

１ 保育環境の整備・充実 ● ● ● ● ● ● ● 

（１）幼児期における教育・保育の充実 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

新規保育園開設 重点 
待機児童解消やサービス拡
充のために引き続き新規園
を開設する。 

継続 保育課 

区立保育室開設 重点 
待機児童数が漸減傾向にあ
ることを鑑み、計画的な閉
鎖を検討する。 

継続 保育課 

保育定員拡充 重点 
待機児解消のために、地域
を考慮して、定員の増員・見
直しを行う。 

継続 保育課 

延長保育事業 重点 
保護者の就労形態多様化に
対応するために基本開園時
間を延長して保育を行う。 

継続 保育課 

スポット延長保育事業 重点 
延長保育を実施している区
立園にて一日単位で延長保
育を受け付ける。 

継続 保育課 

病児・病後児保育利用
料金助成 

重点 

病気やけがで保育施設に園
できない際に利用したベビ
ーシッターの利用料金助成
を行う。 

拡充 保育課 

病児保育事業 重点 
病気で保育園などに通えい
お子さんを病児保育室で保
育する。 

拡充 保育課 

体調不良児対応保育  

区独自の基準で看護師の配
置を充実することにより、
登園後発熱等で体調不良と
なった子どもを保護者が迎
えに来るまで保育を行う。 

継続 保育課 

認証保育所運営助成  

多様な保育サービスの提供
を行う民間事業者による認
証保育所を導入し、その運
営に対し助成を行う。 

継続 保育課 

第三者評価アンケート
（保護者等アンケー
ト） 

 

毎日の保育サービス、運営
方針、地域交流などに関す
るアンケートを保護者と園
職員の双方に行う。 

継続 保育課 

保育園間の連携  

公立と私立、認可園と保育
室や認証保育所が集まるこ
とにより、保育にかかる共
通認識・理解を深め、連携を
図っていく。 

 

継続 保育課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

認可保育園等の保育料
軽減 

 認可保育園等の保育料につ
いて、幼児教育・保育の無償
化の対象とならない児童に
対しても、保護者の所得や兄
姉の人数等に応じて負担軽
減を実施する。 

認証保育所等の保育料につ
いて、幼児教育・保育の無償
化による施設等利用費の給
付に加え、独自の負担軽減を
実施する。 

継続 保育課 

赤ちゃんショート 
ステイ事業 

重点 

生後4か月未満の乳児を養
育するお母さんが、赤ちゃ
んを養育することが困難に
なった場合に、区が委託し
た施設で赤ちゃんを預か
り、宿泊を伴う養育を行う。 

継続 地域保健課 

預かり保育事業 重点 

保護者の就労の有無にかか
わらず、基本開園時間の前
後に「預かり保育」を実施す
る。 

継続 学務課 

一時保育事業 重点 

子育てのリフレッシュを主
な目的に、区内在住の小学
校就学前までの子どもを預
かる。 

継続 保育課 

定期利用保育事業  

パートタイム勤務や育児短
時間勤務等、保護者の就労
形態に応じて、継続的な保
育が必要な児童を対象とし
て、一時保育室等において、
定期的に保育を行う。 

継続 保育課 

リフレッシュ一時預か
り事業（ＳＫＩＰ） 

重点 
育児ストレスの解消を図る
ために一時預かり保育をす
る。 

継続 保育課 

短期緊急保育事業 重点 

病院への通院など、一時的
に子どもを保育できない時
に、短時間、子育て支援セン
ターで子どもを預かる。 

継続 
子ども家庭 

支援センター 

子どものショート 
ステイ事業 

重点 

保護者が疾病、出張などで
児童の養育が困難になった
場合に、一時的に施設等に
おいて養育する。 

継続 
子ども家庭 

支援センター 

 

（２）就学前教育の充実 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

幼児教育プログラムの
作成 

 保育指針の改定に伴い、幼
児教育プログラムの見直し
を保育・教育の合同プロジ
ェクトチームにより実施。
就学前プログラムの作成に
取り組んでいる。 

拡充 
保育課・ 
指導室 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

保育支援コーディネー
ター研修の実施 

 各園において、配慮を必要
とする子どもへの対応につ
いて、子ども発達相談セン
ターと連携し、連絡・調整及
び指導の統一を図る目的
で、保育支援コーディネー
ターに対する研修・支援を
行う。 

継続 保育課 

おはなし会  
図書館利用の普及・拡大の
ため、本の良さ、楽しさを積
極的にアピールする活動。 

継続 中央図書館 

就学前オープン 
スクール 

 

保育園の5歳児クラス在園
児が地域の小学校での体験
授業に参加することで、小
一プロブレムへの対応を図
る。 

継続 指導室 

 

（３）支援を必要とする子どもに対する教育・保育の充実 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

未就学児通所施設訪問
相談支援事業 

 

本事業について、2021年8月
の渋谷区子育てネウボラ本
稼働に向けて、子育てステ
ージを通じた切れ目のない
支援を推進していくため、
巡回箇所の増など一層の充
実を図る。 

拡充 
子ども発達相
談センター 

インクルーシブ的な 
統合保育の実施 

 

保育指針の改定に伴い、幼
児教育プログラムの見直し
を保育・教育の合同プロジ
ェクトチームにより実施。
就学前プログラムの作成に
取り組んでいる。 

継続 
保育課 

施設運営係 

保育支援コーディネー
ター研修の実施 
【再掲】 

 

各園において、支援を必要
とする子どもへの対応につ
いて、子ども発達相談セン
ターと連携し、連絡・調整及
び指導の統一を図る目的で
保育支援コーディネーター
に対する研修・支援を行う。 

継続 
保育課 

施設運営係 

就学相談運営、特別 
支援学級運営 

 

障害のある児童・生徒の自
立と社会参加に向けた主体
的な取り組みを支援すると
いう視点に立ち、児童・生徒
一人ひとりの教育的ニーズ
を把握するとともに、最も
ふさわしい教育が受けられ
る学級・学校を提供し、自立
力を育む｡ 

継続 指導室 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

特別支援教育 
コーディネーター 
研修会 

 

渋谷区の特別支援教育の推
進のために、特別支援教育
の概要や、発達障害等の児
童・生徒への教育的対応に
ついて研修を行い、教員の
資質向上を図る。 

継続 指導室 

特別支援教室の設置学
習指導員による 
指導の実施 

 

通常の学級での学習に困難
がある児童・生徒に対し、そ
の対象児童・生徒が抱える
個別な困難に対応した適切
な指導及び支援（教育）を行
い、個別の教育的ニーズに
適切に応えていく。 

継続 指導室 

副籍事業の実施  

都立の特別支援学校の小・
中学部に在籍する児童・生
徒が居住する地域の区立
小・中学校に副籍を置き、交
流を行う。 

継続 指導室 

児童育成手当 
（障害手当）の支給 

 

障害がある児童（20歳未満）
を養育している保護者に手
当を支給することにより、
福祉の増進を図る。 

継続 
子ども 
青少年課 

特別児童扶養手当の 
支給 

 

障害がある児童（20歳未満）
を養育している保護者に手
当を支給することにより、
福祉の増進を図る。 

継続 
子ども 
青少年課 

英語版「保育園案内」  
外国人にも保育情報が正確
に伝わるように英語版「保
育園案内」を作成する。 

継続 保育課 

３か国語版「児童 
手当制度案内」 

 

外国人にも児童手当制度が
正確に伝わるように３か国
語版（英語、ハングル語、中
国語）「児童手当制度案内」
を作成する。 

継続 
子ども 
青少年課 

日本語国際学級 
児童・生徒日本語 
教室 

 

日本語の能力が不十分な児
童・生徒に、通級及び訪問に
よる日本語の習得を目的と
した授業を行う。 

継続 指導室 

 

 （４）子育てと学校教育が円滑につながるための、両者の連携支援 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

学校施設整備  

児童・生徒がより良い環境
の中で学習できるよう、校
庭の整備や特別教室整備
等、施設の改善・改修を行
う。 

継続 庶務課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

小中一貫教育校 
（渋谷本町学園） 

 

子どもの個性や能力を伸ば
すため、地域特性を活かし
た学校づくりを行う。 
小中一貫校…義務教育9年
間を見通した児童・生徒指
導(H24.4開校) 

継続 指導室 

中高連携教育校 
（広尾中） 

 

子どもの個性や能力を伸ば
すため、地域特性を活かし
た学校づくりを行う。 
学習指導や行事等による東
京都立広尾高校との連携・
交流。 

継続 指導室 

理数教育重点校 
（鉢山中） 

 

子どもの個性や能力を伸ば
すため、地域特性を活かし
た学校づくりを行う。 
理数教育充実の教育課程編
成、近隣３小学校や大学等
と連携しての理数教育充
実。 

継続 指導室 

教科教室型中学校 
（上原中） 

 

子どもの個性や能力を伸ば
すため、地域特性を活かし
た学校づくりを行う。 
教科教室型校舎を活用した
授業の充実。 

継続 指導室 

スポーツ等部活動  

強化校  
（代々木中）  

  

部活動の充実・強化により、
生徒の活動意欲を高め、心
身の鍛錬、豊かな心の育成
を図ることを目的に取組を
行っている。地域の人材や
施設等を部活動指導に活用
することにより、地域に開
かれ、地域とともに歩む学
校の実現を目指している。   

継続  指導室  

グローバル人材育成  

重点校  
（原宿外苑中）  

  

地域の人材を生かし、日本
の伝統と文化をアイデンテ
ィティとし、グローバル社
会を生き抜く知恵を身に付
けた未来の社会人の育成を
目標に、外国語活動や日本
の伝統・文化体験などの取
組を充実させている。  

継続  指導室  

ＩＣＴ教育推進校  
（笹塚中）  

  

ICT機器を活用した豊かな
体験活動を通して、自らの
未来を切り開き、他社と協
力して新たな価値を創造す
る能力の育成を図ることを
目的に、教育活動を行って
いる。外部人材を活用した
ICT教育及びプログラミン
グ教育の充実、タブレット
端末の活用などについて研
究を実施し、他校への発信
も行っていく。  

継続  指導室  
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

英語教育重点校 
（松濤中） 

 

子どもの個性や能力を伸ば
すため、地域特性を活かし
た学校づくりを行う。 
英語教育充実のための教育
課程を実施する。 

継続 指導室 

英語教育重点校 
（渋谷本町学園） 

 

子どもの個性や能力を伸ば
すため、地域特性を活かし
た学校づくりを行う。 
英語教育充実のための教育
課程を実施する。 

継続 指導室 

少人数指導講師事業  
習熟度別少人数授業や個に
応じた学習指導を行う。 

継続 指導室 

道徳授業地区公開 
講座 

 

道徳の授業を保護者や地域
に公開し、意見交換を通し
て学校・家庭・地域が一体と
なった道徳教育を推進す
る。 

継続 指導室 

自然体験や地域交流 
学習の機会拡充 

 

令和元年度から、移動教室
（小4・中1）及び夏季校外
自然体験教室（小5）の活動
場所を、国立施設等に変更
した。変更に合わせ、活動
プログラムも施設周辺の
豊かな自然環境での体験
プログラムを主体として
いる。 

継続 学務課 

自然体験、地域交流 
学習の充実 

 

子ども一人ひとりの豊かな
心を育成するため、自然体
験や地域交流学習の機会を
充実させる。 

継続 指導室 

職場体験学習の充実  

中学生が自身の勤労観や職
業観をもち、社会人として
の資質を身に付けるため、
区内の事業所等において、
実際の仕事を体験したり、
働く人々と接したりする学
習活動を行う。 

継続 指導室 

学級訪問・図書館見
学・職場体験 

 
図書館利用の普及・拡大の
ため、本の良さ、楽しさを積
極的にアピールする活動 

継続 中央図書館 

スクールカウンセラー
派遣事業 

 

不登校やいじめなどの未然
防止問題の改善及び解決を
図るため、スクールカウン
セラーを全小中学校に派遣
する。 

継続 指導室 

教育相談事業  

子どもとその保護者や学校
の先生等に対して、子ども
の教育やしつけについての
悩みごとに、専門的な立場
からの相談に応じる。 

継続 教育センター 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

子どもの心サポート隊  

教育、心理、福祉の専門家に
よる「子どもの心サポート
隊」により、学校訪問による
情報収集を基に不登校の早
期発見、早期対応に引き続
き取り組む。 

継続 教育センター 

けやき教室  

相談指導教室「けやき教室」
において、小・中学生を対象
に不登校児童・生徒への対
応を行う。 

継続 教育センター 

クラブ活動等の推進  
地域の人材を活用し、児童・
生徒の教育内容の総合的な
充実を図る。 

継続 指導室 

土曜・放課後学習 
クラブ（まなび～） 

 

放課後及び土曜日に「土曜・
放課後学習クラブ（まなび
～）」を実施し、基礎的・基
本的な学習内容の定着と、
発展的な学習内容への挑戦
しようとする関心・意欲の
向上を図る。 

継続 指導室 

こども科学センター・
ハチラボ 

 

普段体験できない科学・技
術・数学に関する展示 や講
座などを企業や研究機関と
の連携により実 施し、子供
たちの科学的思考やものづ
くりへの意 欲を育てる。ま
た、理数教育重点校をはじ
め区立 小中学校への理数
教育支援を行う拠点として
「こ ども科学センター・ハ
チラボ」を運営する。  

継続 指導室 

 

２ 妊娠期からの切れ目のない子育て支援の充実 ● ● ● ● ● ● ● 

（１）相談支援、情報提供の充実 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

子ども及び家庭に係わ
る総合的な相談 

 １８歳未満の子どもと、その
家庭に関するあらゆる相談
に応じるとともに深刻化す
る児童虐待の早期発見・早期
対応を図る等、関係機関と連
携し、要支援家庭への一貫し
た支援を行う。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

子ども発達相談事業 

 本事業について、2021年8月
の渋谷区子育てネウボラ本
稼働に向けて、子育てステー
ジを通じた切れ目のない支
援を推進していくため、関係
部署等と一層の連携を図る。 

継続 
子ども発達 

相談センター 

  



 

 
84 

事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

子育て支援センター事
業 

重点 

身近な地域で、子育てに関す
る相談や子育てひろばの開
催、短期緊急保育など総合的
な子育て支援を行う。 

継続 
子ども家庭 

支援センター 

子育て相談 
（保育園）【再掲】 

 子育て不安の軽減及び解消
の手助けになるように、子育
てに関する様々な相談を受
ける。 

継続 保育課 

子ども及び家庭の支援
に係わる情報の 
提供 

 子育てに関連する各種支援
策の情報を総合的かつ即時
に提供できるように、情報提
供の充実を図る。 

継続 
子ども家庭 

支援センター 

渋谷子育て便利帳 

 子育てに関連する各種情報
を総合的かつ即時に提供で
きるように、区ホームページ
等による情報提供の充実を
図る。 

継続 保育課 

保育園情報の提供  入園希望者に各園の特色を
伝える。（運営方針など） 

継続 保育課 

幼稚園の行事などに関
する情報の提供 

 幼稚園の施設内容、各種行事
等の情報提供 

継続 学務課 

こども・親子支援 
センター運営 

重点 

文化・芸術の専門家による創
造的な事業をこどもや親子
を対象として実施し、子ども
たちの感性と創造力を育み、
心豊かな成長を促すととも
に親同士の交流や成長を支
援する。 

継続 
子ども 
青少年課 

 

（２）母子保健サービスの充実 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

妊婦健康診査 重点 
妊婦の疾病、異常の早期 
発見。 

継続 地域保健課 

乳幼児健康診査  

乳幼児の発育・発達と疾病・
異常の早期発見、保健指導、
栄養指導、両親の心身の健
康確認。 

継続 地域保健課 

妊産婦・新生児訪問 
指導 

  
安全な出産と育児の不安の
軽減・解消を図る。 

継続 地域保健課 

生後 4 カ月までの全戸
訪問事業（こんにちは
赤ちゃん事業） 

重点 

区内在住の生後４カ月まで
の乳児を持つ全家庭に助産
師、看護師又は保健師を派
遣して、子育てに関する不
安や悩みについて、情報提
供や助言を行う。 

継続 地域保健課 

乳幼児経過観察  
一般健診の結果、必要な児
について定期的に健診を行
い、健全な育成を期する。 

継続 地域保健課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

精神保健講座  

妊産婦のこころの問題につ
いて、パパ・ママ入門学級な
どのあらゆる機会をとらえ
て実施する。 

拡充 地域保健課 

精神保健相談 
(親子の相談室) 

 

妊娠期から思春期までの母
子関係や子育てに関する悩
みに精神科医等が相談にの
る。 

継続 
中央保健 
相談所 

休日・夜間診療業務 
委託 

 
区民の健康福祉の向上のた
め休日夜間の救急医療を行
う。 

継続 生活衛生課 

休日・夜間の小児医療
体制の充実 

 

区民健康センター桜丘及び
日本赤十字社医療センター
において、休日・夜間の小児
医療体制の充実を図る。 

継続 生活衛生課 

中央保健相談所健診  
4歳以下の子どもを育児中の
人を対象に託児つきの健診
を行う。 

継続 
中央保健 
相談所 

妊婦全数面接事業 重点 

妊婦に保健師が面接を行
い、妊娠・出産の不安の軽減
や渋谷区のサービスの紹介
を行う。 

継続 

31開始 
地域保健課 

シブヤ母子健康ノート  

渋谷区LINE公式アカウント
から利用できる電子母子手
帳。母子の健康状況の記録
や地域の子育て情報の検索
などができる。 

継続 

31開始 
地域保健課 

産後ケア(宿泊型)  

育児に不慣れな初産等の母
が、家族等からの育児・家事
の支援を受けられない場合
に、契約先助産所に宿泊し
てサービスを受けられる。
利用者負担金は課税世帯で
あれば1日6,000円。 

継続 地域保健課 

パパ・ママ入門学級・
育児学級 

 

出産前から両親学級に参加
することにより、両親が協
力して子育てをしながら、
積極的に健康づくりができ
るような動機づけを図る。
また出産後も専門職による
子育て指導を行う。 

継続 地域保健課 

法定予防接種の奨励 
任意予防接種の費用助
成 

 

病気の蔓延防止のため、予
防接種率の向上を図る。病
気の予防に加え、子育て世
代の予防接種にかかる経済
的負担の軽減を図る。 

継続 地域保健課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

子育て支援センターで
の健康教育講座 

 

①乳がん予防②子どもの病
気と手当③歯と口の健康を
テーマに実施。①では、乳が
んの基礎知識や自己触診法
について乳房模型を用いた
実習などを取り上げ、子育
て世代の健康づくりに資す
る内容を中心とした。③で
は、唾液リスクテストや、ブ
ラッシングデモンストレー
ションを実施した。 

継続 地域保健課 

園児に対する定期的な
健康診断 

 
保育園に入園した児童に対
し、医師による定期的な健
康診断を実施する。 

継続 
保育課 

施設運営係 

栄養指導事業  

子どもの食事についての知
識の提供、その他の健康教
育を行うことにより、栄養
面で子育てに悩む保護者へ
の支援を図る。子どもの健
全な身体的発達に寄与す
る。 

継続 地域保健課 

歯科衛生事業  

子どもの歯と口の健康に関
する正しい知識を普及する
とともに、歯科疾患予防及
び早期発見・早期治療につ
いて適切な指導を行うとと
もに、歯と口の健全な育成
を支援する。 

継続 地域保健課 

個別栄養相談  

子育て支援センター利用者
を対象に、主に乳幼児の食
事相談を実施し、保護者の
支援を図る。 

継続 保育課 

学校給食の充実  

学校給食摂取基準を基に
栄養バランスの取れた献
立を提供している。また食
育の点からも旬の食材を
使用するなど給食を通し
て季節感を味わえるよう
考慮している。令和元年度
から11月を「和食月間給
食」とし、和食の特別献立
給食を提供している。 

継続 学務課 

保育園給食の充実  

発達段階に応じた食事のと
り方や、旬の食材を使った
多彩でバランスの取れた給
食内容について指導を行
う。 
生活習慣と食習慣の密接な
つながりを説明し、家庭で
の食育に関する啓発も行っ
ている。 

継続 保育課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

児童・生徒の体力テス
トの実施 
小学校陸上記録会の実
施 
中学校陸上競技大会の
実施 

 

生涯を通して健康な生活を
送るために運動に親しむ基
礎を培う。 
子どもが発達段階に応じた
健康についての知識を習得
し、健康に対する実践力を
高める。 

継続 指導室 

 

（３）支援を必要とする子どもと家庭への支援 

事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

若者サポート事業  

目的：義務教育を修了した
方々への身近な相談と支
援。 

事業内容：①相談 ②学習・
就学サポート ③就労サポ
ート ④仲間づくり。 

継続 教育センター 

乳幼児健診・経過発達
健診・精密健診・相談な
ど 

 健診・相談の結果、必要な乳
幼児に対して専門医療機関
への紹介 

継続 
 

地域保健課 

子ども発達相談事業
【再掲】 

 本事業について、2021年8月
の渋谷区子育てネウボラ本
稼働に向けて、子育てステ
ージを通じた切れ目のない
支援を推進していくため、
関係部署等と一層の連携を
図る。 

継続 
子ども発達相
談センター 

障害児相談支援  

障害児通所支援等サービス
を利用申請した人に、サー
ビス等利用計画の作成を行
い、サービス事業者等との
連絡調整を行う。 

継続 
障がい者 
福祉課 

児童発達支援【再掲】 

 はぁとぴあキッズ及び代々
木の杜ピア・キッズへの通
所による療育により、基礎
的自立能力を育成し、集団
生活への適応能力を高め
る。 

継続 
障がい者 
福祉課 

放課後等デイサービス  

代々木の杜ピアキッズへの
通所による療育。生活能力
の向上のためのプログラム
を提供し、自立を促進する。 

継続 
障がい者 
福祉課 

保育所等訪問支援  

保育所等を利用中（利用予
定）の児童が、集団生活の適
応のための専門的な支援を
必要とする場合に保育所等
を訪問して支援すること
で、保育所等の安定した利
用を促進します。 

拡充 
障がい者 
福祉課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

居宅訪問型児童発達支
援 

 

居宅を訪問して、日常生活
における基本的な動作の指
導、知識技能の付与、集団生
活への適応訓練等の支援を
行います。 

拡充 
障がい者 
福祉課 

障害福祉サービス・ 
 

 
身近な地域で児童の発達状
況に対応した各種サービス
を提供する。 

継続 
障がい者 
福祉課 

育児支援家庭訪問事業
（にこにこママ） 

重点 
産前・産後の育児や家事の
負担を軽減するためにヘル
パーを派遣する。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

要支援家庭を対象とし
たショートステイ 

重点 

保護者の強い育児疲れ、育
児不安又は不適切な養育状
態等にある家庭において、
児童の養育が困難になった
場合に、一時的に施設にお
いて養育する。 

継続 

30開始 

子ども家庭 
支援センター 

虐待防止支援訪問 
事業 

重点 

子育ての悩みや不安を解消
するために、相談員（保健師
等）が育児不安を抱える家
庭を訪問し相談に応じる。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

要保護児童対策地域協
議会 

 

虐待を受けている児童をは
じめとする要保護児童の早
期発見や適切な保護を図る
ことを目的として、関係機
関で構成される協議会を設
置する。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

ケース会議 重点 

要保護児童に関する情報や
考え方を関係者間で共有
し、対応していくために開
催する。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

 

（４）子どもの権利擁護の推進 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

子どもの虐待防止  

「児童の権利に関する条
約」を普及させ、子どもの人
権の尊重についての意識を
高めるとともに、虐待は、す
べての人にとって通告する
義務があることを広く啓発
していく。 また、子どもに
係わる関係機関と連携をよ
り一層強化し、ネットワー
クの充実を図る。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

生後 4 カ月までの全戸
訪問事業（こんにちは
赤ちゃん事業） 
【再 掲】 

重点 

区内在住の生後４カ月まで
の乳児を持つ全家庭に助産
師、看護師又は保健師を派
遣して、子育てに関する不
安や悩みについて、情報提
供や助言を行う。 

継続 地域保健課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

虐待防止支援訪問 
事業【再掲】 

重点 

子育ての悩みや不安を解消
するために、相談員（保健師
等）が育児不安を抱える家
庭を訪問し相談に応じる。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

 

３ 子どもを産みやすい環境づくりの推進 ● ● ● ● ● ● ● 

（１）身近な地域における子育て支援 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

生後 4 カ月までの全戸
訪問事業（こんにちは
赤ちゃん事業） 
【再掲】 

重点 

区内在住の生後４カ月まで
の乳児を持つ全家庭に助産
師、看護師又は保健師を派
遣して、子育てに関する不
安や悩みについて、情報提
供や助言を行う。 

継続 地域保健課 

パパ・ママ入門学級・
育児学級【再掲】 

 

子育てや育児の不安、地域
での孤立感を解消するた
め、教室や講座を開催する。 

 

継続 地域保健課 

子育て教室  

子育て中の親の育児に対す
るストレスや不安、地域で
の孤立感を解消するための
講座を開催し、地域の親同
士が支えあうグループ作り
を推進する。育児ストレス
の解消を図るためにリフレ
ッシュ講座を開催する。 

継続 

保育課・ 

子ども家庭支援
センター 

子育て相談  
栄養士・保健師等が連携し
て、育児の不安の軽減・解消
に努める。 

継続 地域保健課 

子育て相談 
（保育園） 

 

子育て不安の軽減及び解消
の手助けになるように、子
育てに関する様々な相談を
受ける。 

継続 保育課 

子育てひろば 重点 

子育ての悩みや不安を解消
するとともに、地域におけ
る子育て中の親の交流を促
進する。 

継続 
保育課・ 

子ども家庭支援
センター 

ノーバディーズ・パー
フェクトプログラム 
ベビープログラム 

 
子育て家庭において、親も
共に育つという視点に立
ち、学習の機会を提供する。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

園庭開放  

園と地域のつながりをつく
るために、保育園に通園し
ていない親子にも園庭を開
放する。 

継続 保育課 

幼稚園を拠点とした子
育て支援 

 
園庭の開放、園行事への未
就園児の参加を推進する。 

継続 学務課 
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（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

ひとり親家庭等の 
医療費の助成 

 

ひとり親家庭等に対し医療
費の一部を助成することに
より、ひとり親家庭等の保
健の向上に寄与するととも
に福祉の増進を図る。 

継続 
子ども 
青少年課 

児童育成手当 
（育成手当）の支給 
【再掲】 

 

ひとり親家庭及び父または
母に重度障害がある児童
（18歳に達した3月末日ま
で）を養育している保護者
に手当を支給することによ
り、福祉の増進を図る。 

継続 
子ども 
青少年課 

児童扶養手当の支給  

ひとり親家庭及び父または
母に重度障害がある児童
（18歳に達した3月末日ま
で。子に中度以上の障害が
ある場合は、20歳未満ま
で。）を養育している保護者
に手当を支給することによ
り、福祉の増進を図る。 

継続 
子ども 

青少年課 

ひとり親家庭への 
家事援助者の派遣 

 

中学生以下の児童を扶養し
ているひとり親家庭で家事
や育児など日常生活に支障
がある家庭に家事援助者を
派遣する。 

継続 
子ども 
青少年課 

ひとり親家庭等福祉 
事業 

 

児童育成手当を受けている
ひとり親家庭等の親子に宿
泊施設、日帰り施設などを
無料または低料金で利用で
きる助成を行う。 

継続 
子ども 
青少年課 

母子及び父子福祉 
資金貸付 
（東京都事業） 

 
ひとり親家庭の経済的自立
の促進と、生活意欲向上の
ための助成を行う。 

継続 生活福祉課 

母子家庭等の自立支援
教育訓練給付金の支給 

 

児童扶養手当を受けている
者が、雇用の安定と就職の
促進に向けた能力開発のた
めに、雇用保険制度の教育
訓練講座を受講した場合、
受講料の一部として母子家
庭等に自立支援教育訓練給
付金を支給する。 

継続 生活福祉課 

母子家庭等の高等職業
訓練促進給付金・修了
支援給付金の支給 

 

児童扶養手当を受けている
者が、看護師などの資格を
取得するための養成機関に
おいて１年以上の課程を修
学する場合に、修学訓練中
における生活の負担軽減を
図るため、母子家庭等に高
等職業訓練促進給付金・修
了支援給付金を支給する。 

継続 生活福祉課 

  



 

 
91 

事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

母子・父子自立支援 
プログラムの策定 

 

児童扶養手当を受けている
者について、自立支援計画
を策定し、関係機関と連携
して自立または就労の支援
をする。 

継続 生活福祉課 

 

（３）子育て家庭への経済的支援 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

児童手当の支給 

 中学校修了前の児童を養育
している保護者に手当を支
給することにより、家庭に
おける生活の安定に寄与
し、次代の社会をになう児
童の健全な育成及び資質の
向上を図る。 

継続 
子ども 

青少年課 

子ども医療費の 
助成 

 子どもの医療費を助成する
ことにより家庭の経済負担
を軽減し、保健の向上と健
やかな育成を図る。 

継続 
子ども 
青少年課 

認可保育園等の保育料
軽減【再掲】 

 認可保育園等の保育料につ
いて、幼児教育・保育の無償
化の対象とならない児童に
対しても、保護者の所得や
兄姉の人数等に応じて負担
軽減を実施する。 

認証保育所等の保育料につ
いて、幼児教育・保育の無償
化による施設等利用費の給
付に加え、独自の負担軽減
を実施する。 

継続 保育課 

幼稚園の保育料軽減
（区立幼稚園） 

 保育料は子ども・子育て支
援法等の改正に伴い、令和
元年10月から無償化。預か
り保育料は施設等利用給付
認定を受けていない場合
も、現行通り保護者の所得
や兄姉の年齢等に応じた保
育料負担と多子世帯及び就
労世帯等を対象とした軽減
を実施する。 

継続 学務課 

私立幼稚園の 
入園料・保育料補助  

保育料・入園料の一部を補
助し、経済的負担を減らす
ことにより、幼稚園教育の
一層の振興を図る。 

継続 
子ども 

青少年課 

就学援助、特別支援教
育就学奨励  

新入学学用品費を入学前の
3月に支給している。（小学
校は令和元年度生から、中
学校はH30年度生から） 

継続 学務課 

受験生チャレンジ 
貸付事業  

低所得者世帯の子どもたち
の進学を支援するため、塾
代や受験料を融資する。 

継続 生活福祉課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

入院助産費補助  

施設分娩を必要とする妊産
婦への出産費を援助する。
（所得税8,400円以下が対
象） 

継続 生活福祉課 

育成・養育・小児慢性
疾患医療費助成 
制度 

 

長期の療養・手術等療養費
の一部を助成し、経済的負
担の軽減を図る。 

継続 地域保健課 

妊婦健康診査受診票交
付 

 児童が健やかに生まれ育つ
ための基盤として母性を尊
重し、分娩時に要する費用
の一部を助成する。 

継続 地域保健課 

ハッピーマザー出産助
成金 

 出産時に要する経済的負担
の軽減を図り、安心して子
どもを産むことができるよ
うにすることを目的とし、
助成する。 

継続 
国民健康 
保険課 

病児・病後児保育 

利用料金助成【再掲】 

 

重点 

病気やけがで保育施設に登
園できない際に利用したベ
ビーシッターの料金の助成
を行う。 

継続 保育課 

 

（４）安全・安心なまちづくり 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

道路環境整備  
歩車道の明確化により、安
心・安全な歩行空間を整備す
る。 

継続 道路課 

通学路点検  
通学路の点検による危険箇
所の改善など交通安全施設
の整備を推進する。 

継続 道路課 

転落防止柵整備  
高低差のある箇所に、歩行者
等の転落を防止する柵を設
置する。 

継続 道路課 

バリアフリー化整備  

公共的施設のエレベータ設
置、歩道・公園出入口の段差
解消など、子育てにもやさし
いバリアフリー化を行う。 

継続 関係各課 

歩道切下げ及び 
巻込み部改良工事 

 
バリアフリーのための歩車
道段差の解消を推進する。 

継続 道路課 

地区計画の策定  

青少年の健全な育成を阻害
するおそれのある建築物等
の用途を制限するなど、地域
特性に応じたきめ細かなま
ちづくりを進め、安心して子
育てできる環境の整備を行
う。 

継続 
まちづくり課 
(渋谷駅周辺 
整備課) 

自転車駐車場等整備  

自転車等駐車場を整備し、放
置自転車等をなくし、子ども
たちの安心・安全な歩行空間
を整備する。 

継続 土木部管理課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

ファミリー向け住宅の
供給 

 

中堅所得ファミリーに良質
な賃貸住宅を供給すること
により、入居者の生活安定と
定住人口の確保に努める。 

継続 住宅政策課 

子育て世帯向け定期 
使用住宅の供給 

 

より多くの子育て世帯に入
居機会を与えるため、概ね10
年の定期使用住宅として、子
育て世帯を対象に住宅を供
給する。 

継続 住宅政策課 

安全対策推進事業  

子どもの安全確保、繁華街に
おける反社会的行為の抑制
及び地域防犯力向上のため、
地域・都・近隣区と連携し、
安全対策を推進する。また、
通学路や子どもの登下校区
域に設置した防犯カメラで
犯罪抑止力を高める。 

拡充 安全対策課 

安全対策推進事業  

区内で発生した犯罪情報や
子どもを狙った不審者情報、
警視庁が配信する防犯メー
ル「メールけいしちょう」の
渋谷区内情報を、携帯電話、
スマートフォン又はパソコ
ンにメールで登録者に対し
て配信する「しぶや安全・安
心メール」を送信している。 

継続 安全対策課 

青少年の安全確保  

渋谷区安全・安心でやさしい
まちづくり条例に基づき、通
学路等における子どもの緊
急避難場所として「子どもの
家110番」の設置を推進する。 

継続 
子ども 
青少年課 

学校等施設整備  
遊具点検等を実施し、園庭遊
具の安全環境の向上を図る。 

拡充 
保育課・ 
庶務課 

学校安全対策  

防犯カメラを設置し、不審者
侵入警戒を図る。刺股・防護
盾・催涙スプレーなどを配備
している。また、小・中学生
には防犯ブザーも配布して
いる。 

継続 
保育課・ 
学務課 

学校安全対策  

「各区立幼稚園・小中学校
では災害発生時等、情報伝
達や安否確認のメールを発
信するシステムを導入して
いる。災害発生時以外に行
事連絡等にも活用してい
る。」 

継続 学務課 

保育園安全対策  

緊急メールシステム「しぶや
保育メール」のほかに保育支
援システム「コドモン」を活
用し、保護者への伝達手段の
拡充と図る。 

拡充 保育課 

夏季こどもプール開放   
夏休みに渋谷区の幼児・小学
生を対象として無料で小学
校のプールを開放する。 

継続 
スポーツ 
振興課 
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４ 子どもの外遊びに対する理解向上への取り組み推進と 

             遊び場の整備 ● ● ● ● ● ● ● 

（１）子どもの居場所づくりの推進 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

公園維持管理  

はるのおがわコミュニティ
パークにおいて、プレイリ
ーダーの手助けのもとで、
子どもたちが自分で考え、
自由に遊べる場を開設す
る。 

継続 
緑と水・ 
公園課 

公園維持管理  

動物とのふれあいにより、
子どもの情操教育や人格形
成を図るために、ポニー乗
馬を体験させる。 

継続 
緑と水・ 
公園課 

公園整備改良  
老朽化した公園等の改良に
より、子どもたちが安心し
て遊べる場をつくる。 

継続 
緑と水・ 
公園課 

放課後クラブ 重点 

全ての区立小学校内に放課
後クラブを設置し、希望す
る児童を受け入れている。
児童は学校施設という安全
な環境のもと、学習・遊び・
読書等のほか、様々なクラ
ブ事業に参加するなどして
放課後の時間を過ごしてい
る。 

拡充 学務課 

学校施設開放  

地域住民により組織され
た、学校施設開放運営委員
会が、学校施設を有効に活
用し、地域のスポーツ・文化
活動の振興を図る。 

継続 
スポーツ 
振興課 

校庭開放  
小学校の校庭を開放し、子
どもの遊び場を確保する。 

継続 学務課 

児童青少年センター 
運営 

 
遊び場を通して子どもたち
の健やかな成長を図り、情
操豊かに育てる。 

継続 
子ども 
青少年課 

こども・親子支援セン
ター運営【再掲】 

重点 

文化・芸術の専門家による
創造的な事業をこどもや親
子を対象として実施し、子
どもたちの感性と創造力を
育み、心豊かな成長を促す
とともに親同士の交流や成
長を支援する。 

継続 
子ども 
青少年課 

子育てひろば 
【再掲】 

重点 

乳幼児とその親が自由に遊
びながら、親同士、子ども同
士の交流を図り、安心して
過ごせる場所を開設する。 

継続 
保育課・ 
子ども家庭 
支援センター 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 

方向性 
主担当課 

園庭開放【再掲】  

園と地域のつながりをつく
るために、保育園に通園し
ていない親子にも園庭を開
放する。 

継続 保育課 

幼稚園を拠点とした 
子育て支援【再掲】 

 
園庭の開放、園行事への未
就園児の参加を推進する。 

継続 学務課 

新島青少年センター 
峰の原青少年山の家 

 

野外での生活体験を通して
自然の豊かさや大切さを学
び、子どもたちの豊かな心
と健康な体を育てる。 

（新島：一時施設利用中止
中） 

継続 
子ども 
青少年課 

ジュニアスポーツプ 
ログラム 

 

スポーツをしている子ども
たちの技術・意欲向上のた
め、プロや実業団で活躍す
る選手やコーチを講師とし
て招聘し、練習会を実施す
る。 

  
スポーツ 
振興課 

チームしぶや合同 
練習会 

 

中学校部活動の小人数化、
顧問教員の指導力向上等の
課題に対し、月1回、種目と
会場を設定し、部活動が合
同で練習する「チームしぶ
や合同練習会」を実施する。
各種目の専門講師による最
新の指導と多人数による活
気ある練習機会を提供し、
体力づくりやコミュニケー
ション能力の向上を図る。 

継続 
指導室・ 
スポーツ 
振興課 

こども会・ 
こうさく会・えいが会 

 
図書館利用の普及・拡大の
ため、本の良さ、楽しさを積
極的にアピールする活動。 

継続 中央図書館 

海外派遣研修事業  

異文化理解や、国際的視野
を養うことなどを目的とし
て、区立小中学生を対象に
海外派遣研修を実施する。 

継続 文化振興課 

こども・子育て支援 
プラザ運営 

 

スポーツを通して子どもの
可能性を伸ばし、子育てを
通して親も共に教育（共育）
する場所を提供する。 

継続 
子ども 
青少年課 

プロスポーツ観戦の 
提供 

  
渋谷区立小学校の全生徒に
東京ヴェルディの無料観戦
チケットを配布する。 

継続 
スポーツ 
振興課 

代官山ティーンズ・ 
クリエイティブの 
運営 

 

多目的室、創作活動室、集会
室、図書コーナーを設置し、
居場所・活動場所を提供し、
主に中高生のグループ交流
を推進する。また様々な講
座を開催して、体験する機
会を提供する。  

継続 
子ども 
青少年課 
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５ 子育てを地域で見守りを支える仕組みづくり ● ● ● ● ● ● ● 

（１）地域で支える子育て支援 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

青少年地域健全育成  

青少年対策地区委員会が中心
となり、青少年・家庭・学校
を取りこんだ地域ぐるみの健
全育成イベントを開催する。 

継続 
子ども 
青少年課 

青少年地域健全育成  
渋谷区青少年問題協議会が定
める青少年健全育成運動方針
に基づく夏期・年末年始対策。 

継続 
子ども 
青少年課 

ブックスタート  
図書館利用の普及・拡大のた
め、本の良さ、楽しさを積極
的にアピールする活動 

継続 中央図書館 

読み聞かせ 
ボランティア講座 

 
本の読み聞かせ等を行ってい
る方を対象に、選書や読み聞
かせ等の技術指導を行う。 

継続 中央図書館 

しぶやおすすめの本
50 

 

子どもたちの豊かな心を培
い、読解力の基盤をつくる読
書の重要性を家庭に啓発する
ため、各年代ごとに「しぶや
おすすめの本50」のブックリ
ストを作成し配布する。 

継続 中央図書館 

子ども読書サポーター  

子ども読書サポーターを活用
し、図書館行事のほか学校等
の区内施設でおはなし会を実
施するなど、より区民に身近
な場所で、読書に触れ合う機
会を提供する。 
子ども読書サポーターの協力
のもと、子どもの感 性や情操
を養う事業の実施を図り、地
域における 読書活動を推進
する。  

継続 中央図書館 

青少年地域健全育成 
【再掲】 

 

青少年対策地区委員会が実施
している各種の青少年健全育
成行事や青少年対策活動を促
進する。 

継続 
子ども 
青少年課 

小中学校ＰＴＡ連合会
連絡協議会育成・ 
事業共催 

 

小中学校ＰＴＡ連合会連絡協
議会が実施する事業を支援す
るとともに、各校ＰＴＡの活
性化を図る。 

継続 
生涯学習 
振興課 

青少年団体育成  青少年団体活動への支援 継続 

子ども 
青少年課 
生涯学習 
振興課 
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事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

ファミリー・ 
サポート・センター 
事業 

重点 

放課後、臨時的な保育ニーズ
に対応するため、地域ぐるみ
で子育て家庭をサポートする
システムの充実を図る。 

継続 
子ども家庭 
支援センター 

ボランティア活動や
NPO 活動の促進 

 

社会福祉協議会等との連携の
もと、情報の提供や活動支援
などを通してボランティア活
動やNPO活動の促進に努める。 

継続 
保育課 

施設運営係 

区ホームページの充実  
渋谷区子育てネウボラ専用サ
イトの開設。 

拡充 

関係各課 
（子ども家庭
支援センター

等） 

乳幼児健康診査 
【再掲】 

 
教材・各種事業の案内及びパ
ンフレットの配布 

継続 地域保健課 

LINE 予約  
LINEによる母子保健事業予約
システムを周知し、区民サー
ビスの向上を図る。 

 

継続 
地域保健課 

 

（２）男性の育児参加支援 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

広報アイリスの発行 

 広報アイリスに性別役割分業
意識に基づく慣習・慣行の払
拭に向けた関連記事等を掲載
し、男女平等を推進すること
により男性の育児参加促進を
図る。 

継続 総務課 

アイリス講座 

 男女平等と多様性を尊重する
社会を推進するため、様々な
視点から講座を実施するなか
で、男性が子育てに積極的に
関わることの必要性、重要性
について理解を深める。 

継続 総務課 

子育て教室【再掲】 

 父親が積極的に子育てに参加
できるよう、土曜日に親子で
参加できる行事を開催して、
父親の育児参加への動機づけ
を図る。 

継続 
子ども家庭 

支援センター 

パパ・ママ入門学級
【再掲】 

 出産前から両親学級に参加す
ることにより、両親が協力し
て積極的に子育てに参加でき
るような動機づけを図る。 

継続 地域保健課 

 

（３）仕事と子育ての両立の推進 

事業名 重点 事業内容 
今後の 
方向性 

主担当課 

零歳児保育事業 重点 
共働き家庭等の増加に伴い増
加する需要に応えるため産休
明け零歳児の保育を行う。 

継続 保育課 
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２ 渋谷区子ども・子育て会議条例 

 

○渋谷区子ども・子育て会議条例  

 

平成二五年三月二九日  

条例第一三号  

(設置 ) 

第一条  渋谷区における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ど

も・子育て支援法 (平成二十四年法律第六十五号 )第七十七条の規定に基づき、渋谷

区子ども・子育て会議 (以下「子育て会議」という。 )を設置する。  

 

(所掌事務 ) 

第二条  子育て会議は、区長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び審議す

るとともに、区長に意見を述べることができる。  

一  子ども・子育て支援事業計画に関する事項  

二  子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項  

三  子ども・子育て支援に関する施策の実施状況に関する事項  

四  教育・保育施設及び地域型保育事業の利用定員に関する事項  

五  前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項  

 

(組織 ) 

第三条  子育て会議は、次に掲げる者のうちから、区長が委嘱する委員十二人以内を

もって組織する。  

一  区内に住所を有する子どもの保護者  

二  区内の子ども・子育て支援に関する事業に従事する者  

三  学識経験者  

 

(任期 ) 

第四条  委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場

合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

(会長 ) 

第五条  子育て会議に、会長を置く。  

2 会長は、委員が学識経験者の委員のうちから選出する。  

3 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。  

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員が、そ

の職務を代理する。  

 

(会議 ) 

第六条  子育て会議は、会長が招集する。  

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。  

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。  
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(会議の公開 ) 

第七条  子育て会議の会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めたときは、非

公開とすることができる。  

 

(意見の聴収 ) 

第八条  子育て会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意

見を聴くことができる。  

 

(庶務 ) 

第九条  子育て会議の庶務は、子ども家庭部保育課において処理する。  

 

(委任 ) 

第十条  この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。  

附  則  

 

(施行期日 ) 

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。  

(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正 ) 

2 渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和二十九年渋谷区条

例第八号 )の一部を次のように改正する。  

(次のよう略 ) 
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３ 渋谷区子ども・子育て会議会則 

 

〇渋谷区子ども・子育て会議会則  

 

平成 25 年８月６日  

渋谷区子ども・子育て会議決定  

 

(趣旨 ) 

第１条  この会則は、渋谷区子ども・子育て会議条例 (平成二十五年条例第一三号。以

下「条例」という )第一条に基づき設置された、渋谷区子ども・子育て会議 (以下

「会議」という。 ) の運営に関し必要な事項を定めるものとする。  

 

(会議の招集 ) 

第２条  会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び議題

を委員に通知するものとする。  

２  会長は、会議の議長として議事を整理する。  

 

(会議の公開 ) 

第３条  条例第七条の規定に基づき、会長は、公開することにより公平かつ中立な審

議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその他正当な理由があると認め

るときは、会議を非公開とすることができる。  

 

(傍聴 ) 

第４条  会議を傍聴しようとする者 (以下「傍聴人」という。 )は、傍聴人名簿に住

所、氏名を記入し、係員の指示に従い傍聴席に着かなければならない。  

２  傍聴人は、すべて会長の指示に従わなければならない。  

３  傍聴人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退場しなければなら

ない。  

一  会長が非公開であることを宣告したとき。  

二  傍聴人がこの会則に違反したとき。  

 

(議事録 ) 

第５条  議事録における議事は、次の事項に含め、議事録に記載するものとする。  

 一  会議の日時及び場所  

 二  出席した委員の氏名  

 三  議事となった事項  

２  議事録及び配付資料は会長が調整し、公開とする。ただし、会長は、公開するこ

とにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときその

他正当な理由があると認めるときは、議事録及び配付資料の全部又は一部を非公開

とすることができる。  

３  前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公

開とした部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。  

 

(雑則 ) 

第６条  この会則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定め

る。   
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４ 策定経過 

※ 策定時に掲載します。 
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５ 渋谷区子ども・子育て会議委員名簿 

※ 策定時に掲載します。 
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